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はじめに 

 

 

 

 

 令和５年度神奈川県リハビリテーション支援センター事業報告書がまとまりましたの

でご報告いたします。 

令和３年度から神奈川県在宅医療推進協議会のもと地域リハビリテーション部会とし

て活動し従来通りリハビリテーション専門研修､地域リハビリテーション支援活動、高次

脳機能障害関連事業の他に、神奈川県の委託事業としてリハビリテーション専門相談、

地域リハビリテーション連携構築事業及び高次脳機能障害支援普及事業を進めてまいり

ました。 

令和４年度からは新型コロナウイルス感染症対策を取りながらの対面研修に加えオン

ライン（ZOOM）研修及び併用したハイブリッド方式を取り入れ、多くの方々との交流

を深める研修事業を実施出来ました。昨年５月より新型コロナ感染症の５類への移行に

伴い、種々の社会活動の制限も徐々に緩和され、令和６年になり従来の社会活動に戻る

べく新年度の計画を進めていたところ、早々の能登半島地震、羽田空港での飛行機衝突

事故と不安な新年の幕開けとなりました。 

これらのニュースに触れるにつけ地震災害時の救護支援体制や、航空機事故時の乗員

や乗客の対応を見ていると、人と人の助け合いの大切さを実感いたします。 

私どもが目指している包括ケアシステムの根幹をなす４つの要素である自助、公助、

共助そして互助の精神が現場において人々の力で実践されている状況を見て思いを新た

にいたしました。 

近年は新型コロナ感染症に留まらず、世界各地での紛争も加味され、経済への影響も

長期化しています。そのような中、地域社会における生活や健康を維持出来るよう包括

ケアシステムの充実を念頭に置き、お互いに支え合えるような地域社会作りを目指して

リハビリテーションの手法を普及させてまいりたいと思います。 

今後とも皆様のご理解、ご支援をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月 

    神奈川県リハビリテーション支援センター所長 

                      村井 政夫 
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１． 神奈川県リハビリテーション支援センターの概要 

神奈川県では、病気や障害があっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの深化・推進が求められている。そのためには、機能回復訓練などの本人へのアプローチだけ

でなく、地域づくり等、環境へのアプローチを含めた、幅広いリハビリテーションの提供が必要で

ある。 

また、一般介護予防の取り組みを強化するためには、地域リハビリテーション活動支援として地

域における通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ

テーション職等の関与を促進し、医療・介護職をはじめとした多職種との連携体制の強化が不可欠

である。そのようなニーズに対応すべく、地域包括ケアにおける地域リハビリテーションの課題を

整理し、多職種連携の方策や支援体制の整備について、必要な事項を協議するため、神奈川県在宅

医療推進協議会リハビリテーション部会が設置されている。 

 

平成１３年３月：国の「地域リハビリテーション推進事業」に基づき「神奈川県リハビリテ

ーション協議会」を設置 

平成１４年５月：リハビリテーション協議会は、「神奈川県地域リハビリテーション連携指針」

を策定 

神奈川県は、「連携指針」に基づき、社会福祉法人神奈川県総合リハビリ

テーション事業団を「神奈川県リハビリテーション支援センター」に指定 

６月：神奈川県総合リハビリテーション事業団は、「地域支援センター」を設置し

業務を受託 

    平成２８年４月：「地域リハビリテーション支援センター」に名称変更 

平成２９年９月：「神奈川県地域リハビリテーション連携指針」の改定版を作成 

令和２３年４月：「神奈川県在宅医療推進協議会」の部会に位置付けを変更 

  

２． 神奈川県リハビリテーション支援センターの事業内容 

(１) リハビリテーション従事者等に向けた相談対応・情報提供 

１) 地域のリハビリテーション従事者等からの相談対応を行う。 

２)  ホームページ等により、県内各地域のリハビリテーション提供施設、支援内容、従事者 

向け研修等についての情報提供を行う。 

(２) リハビリテーション従事者等を対象とした研修 

１) 地域の支援機関が、リハビリテーションの相談・コーディネーターとして支援を行う事 

  が出来るよう、リハビリテーション従事者向けの研修を行う。 

２) 地域（政令市を除く）の現状を把握するため情報を収集し、場合によっては地域に赴き  

情報提供を行い、連携を図る。 

 

３． 地域リハビリテーション推進のための指針 

厚生労働省は令和３年５月１７日付（老老発 0517第 1号）で「地域リハビリテーション推進のた

めの指針」の見直しを次のように示している。 

 

支援体制の整備の趣旨 

高齢者に対する自立支援・重度化防止の取り組みを推進するためには、脳卒中や骨折等による

障害発生時においては、急性期リハビリテーション及びその後の回復期リハビリテーション、ま

た、病状安定期にある場合や廃用症候群に対しては、生活期リハビリテーションと言うように、
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高齢者それぞれの状態に応じた適時・適切なリハビリテーションが提供されることが必要である。   

さらに、高齢者等が、閉じこもり状態となり、老化に伴う心身機能の低下等をきたすことを予

防し、住み慣れた地域において、生涯にわたって生き生きとした生活を送ることができるよう、

保健・医療・福祉の関係者のみならず、ボランティア等の地域における住民が参画して行う、地

域リハビリテーションが適切に行われることが重要である。 

地域リハビリテーション支援体制は、地域包括ケアシステムの構築かつ市町村の一般介護予防

事業を中心とした地域支援事業の充実・強化のための体制の整備を図るものである。 

 

４．地域包括ケアの深化・推進に資するリハビリテーションの充実 （表 1） 

日本医師会は、医師会の支援体制による新たな地域リハビリテーション体制の構築として、地域 

包括ケアの深化・推進に資するリハビリテーションの充実を挙げている。充実のためには、新たな

地域リハビリテーションの体制が必要であり、リハビリテーション協議会との密接不可分な連携体

制の構築、県医師会、地区医師会によるリハビリテーション支援体制の構築が必要であると示して

いる。神奈川県におけるリハビリテーション協議会に当たるのが神奈川県在宅医療推進協議会リハ

ビリテーション部会である。 

リハビリテーション協議会は、国が示した「地域リハビリテーション推進のための指針」により 

進められているもので、リハビリテーションョン協議会の設置（企画体制）、都道府県リハビリテ

ーション支援センターの指定（推進体制）、地域リハビリテーション支援センターの指定を挙げて

いる。 

県リハビリテーション支援センターの役割は、① 地域リハビリテーションセンターにおける研 

修の企画、② リハビリテーション資源の把握、③ 行政や関係団体との連絡・調整、④ 地域リハビ

リテーション支援センターへの支援などが挙げられている。地域リハビリテーション支援センター

は、市町村または２次医療圏等地域の実情に合わせ指定し、① 地域での相談支援（住民から福祉

用具や住宅改修等に関する相談）、② 研修の実施（リハビリテーション従事者、介護サービス事業

所の職員、市町村職員向け等）、③ 通いの場や地域ケア会議等への派遣の調整などが挙げられてい

る。 

神奈川県においては、政令指定都市を除く市町村を対象として、神奈川県リハビリテーション支

援センターが、地域リハビリテーション支援センターの役割を兼ねて事業を進めている。 

地域リハビリテーションについての定義や考え方についは様々あるが、日本リハビリテーション

病院・施設協会が「地域リハビリテーションと包括ケアの考え方の比較」を提示している。（浜村

明徳：地域包括ケアシステムと地域リハビリテーションのあり方．Jpn J Rehabil Med 2013；50 171-

177）この中で、「両者の目標に大きな差異はなく、高齢になっても、障害があっても、住み慣れた

地域で、地域とのつながりがあり、自立した納得できる生の継続を支援してゆこうとしている点は

共有されている。」と述べている。 

神奈川県においては現在、第８次保健医療計画の策定が進められており、その施策に「地域リハ

ビリテーション支援に関する目標も設定されると思われる。リハビリテーション従事者の質の向上、

多職種連携及び保健・医療・福祉の連携、相談支援体制の充実に対して、具体的な効果を期待され

ることになると考えている。介護予防・自立支援型ケア・伴走型相談支援・難病支援・障害児（発

達障害を含む）支援・在宅医療（小児・循環器・呼吸器疾患等）支援など積極的なかかわりを期待

されている。神奈川県リハビリテーション支援センターは、各職能団体等と協力・協働しこれらの

課題に取り組んでいく。  



- 3 - 

 

表１ 
  地域リハビリテーション 地域包括ケア 

生活圏域 ・住み慣れたところ 
・住み慣れた地域                                        
・小・中学校区レベル、人口 1万人程度、30分でかけつける圏域 

目標 
・そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきと 
・機能や活動能力の改善が困難な人々に対しても社会
参加、生あるかぎり人間らしく 

・安心                                                  
・安全 
・健康 

推進課題 

１．直接援助活動                                       
① 障害の発生予防の推進                                   
② 急性期～回復期～維持期リハの体制整備                      

２．組織化活動（ネットワーク・連携活動の強化）                  
① 円滑なサービス提供システムの構築                       
② 地域住民も含めた総合的な支援体制づくり                 

３．教育啓発活動                                       
① 地域住民へのリハに関する啓発      
※遅滞なく効率的に継続                                                                        

① 医療との連携強化                                         
② 介護サービスの充実強化                                    
③ 予防の推進                                             

④ 見守り、配食、買い物等、多様な生活支援サービスの確保や   
権利擁護等      

⑤ 高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者

住まいの整備   
 
※切れ目なく継続的かつ一体的に                                                         

支援体制 

・医療や保健、福祉および生活にかかわるあらゆる人々

や機関・組織    
・地域住民も含めた総合的な支援 

・医療と介護の専門職、高齢者・人や住民（ボランティア）等自助や
互助を担うさまざまな人  々

 

５．地域リハビリテーション支援センターの基本方針 

高齢者および障がい者のみならず県民一人一人が心豊かに、生き生きと、安心して、地域で生活

を送ることができる社会の形成を目指します。 

(１)  人権を尊重し、コミュニケーションを大切にし、リハビリテーションの専門的な視点 

から支援を進めます。 

(２)  自立した生活を目指したリハビリテーションの普及・啓発を行います。 

(３)  身近な地域におけるリハビリテーションサービスを担う人材の養成や研修を行います。 

(４)  医療・介護・福祉・教育等の地域リハビリテーションネットワーク構築に努めます。 

 

６．地域リハビリテーション支援センターの組織 （表 2） 

地域リハビリテーション支援センターは、地域における高齢者・障がい者等へ適切なリハビリテ

ーションサービスを円滑に提供するための業務を全県的な立場で行っている。地域支援室と高次脳

機能障害支援室の二つの支援室を設置している。職員は、所長、副所長（地域支援室長兼務）、高

次脳機能障害支援室長、地域支援室９名、高次脳機能障害支援室６名、事務職員２名の計２０名が

配置されている。 

(１)  地域支援室 

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団の事業として、福祉職・介護職、医療職 

等の人材育成研修を行っている。 

神奈川県の指定を受けた神奈川県リハビリテーション支援センターとして、地域リハビリテー 

ション活動支援等に関連する事業を受託しており、リハビリテーション情報の提供、リハビリテ

ーションに関する相談対応、人材育成、関係機関の連携推進に関する業務、リハビリテーション

に関する調査等を行っている。 

(２)  高次脳機能障害支援室 

神奈川県より、高次脳機能障害支援普及事業(国事業)を受託しており、高次脳機能障害者への 

相談支援、普及啓発活動、研修事業等を行っている。また、政令指定都市との連携、自立支援協

議会との連携、相談支援事業所との連携、就労支援機関との連携、当事者団体との連携等、県内

の連携構築を支援している。 
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表２ 

地域リハビリテーション支援センター令和５年度組織体制 

 

 

 

 

  

所長 

副所長 

本務 事務職員 1名 

兼務 事務職員 1名 

地域支援室 高次脳機能障害支援室          

本務 兼務 

室長 副所長兼務  １名 室長 医師 １名 

理学療法士 １名 

ソーシャルワーカー    

(内 2名 高次脳機能

障害相談支援コーディ

ネーター) 

３名 

作業療法士 １名 心理判定員 １名 

ソーシャルワーカー １名 職業指導員 １名 

兼務 
高次脳機能障害相談

支援コーディネーター 
１名 

医師 １名   

理学療法士 １名   

作業療法士 １名   

言語聴覚士 １名   

リハビリテーション 

エンジニア 
１名   

生活支援員 １名    

計 10名 計 ７名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域リハビリテーション支援に関連する活動 
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１．リハビリテーション専門研修 （表 3･4･5）（資料 1） 

 

 リハビリテーション専門研修 

令和５年度に企画したリハビリテーション従事者等を対象とした研修の実施状況を表３に示す。 

１５本の研修を企画した。 

受講方法は全て対面で行った。 

研修受講定員４４０名に対し受講者延数は、４３５名であった。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を引き続き行った。 

感染対策は、資料１の通りとした。 

研修終了後、受講者からの新型コロナウイルスによる感染の報告はなかった。 

各研修における講演内容と講師を表４に示す。 

各研修におけるアンケート回答者の平均評価は、３．９/４．０であった。 

各研修受講者のアンケート回答で挙げられた意見の一部を表５に示す。 

研修終了後のアンケートの、ご意見を受け、一部研修で資料のカラー化を試行した。次年度より 

全ての研修資料をカラー化する。 

  

表３ 研修内容と受講者数、評価点等 

NO 研 修 名 受講方法 開催日 定員 
総受講者 

延数 
評価/４点 

1 
摂食嚥下障がいのある方への支援 

～薬剤師の関わり方～ 
対面 5月27日 土 ３０人 ３２名 3．9 

2 からだにやさしい介助入門 起居動作編 対面 6月6日 火 ３０人 ２７名 ３．９ 

3 コミュニケーション支援の実際 対面 6月10日 土 ３０人 ２９名 ４．０ 

4 からだにやさしい介助入門 移乗動作編 対面 6月27日 火 ３０人 ３１名 ３．９ 

５ セラピストのやめのハンドリング入門 対面 7月22日 土 ３０人 ３５名 ４．０ 

６ 脳血管障がいの評価と治療 対面 9月9日 土 ２０人 ２１名 ３．９ 

７ ポジショニング入門 対面 9月１3日 水 ３０人 ３２名 ４．０ 

８ （新）ＡＤＬ支援の知識と実際 対面 9月１６日 土 ３０人 ３５名 ３．９ 

9 褥瘡予防セミナー 対面 10月17日 火 ３０人 ３０名 ３．９ 

10 脳卒中の方の就労支援 対面 10月２１日 土 ３０人 ２１名 ３．９ 

11 知的障がいのある方への生活支援 対面 11月1４日 火 ３０人 ４９名 ３．７ 

12 
（新）在宅における循環機能の低下について       

～運動プログラムの工夫とリスク管理～ 
対面 11月２5日 土 ３０人 ２１名 ３．８ 

13 排泄ケアの知識と実際 対面 1１月２７日 月 ３０人 ２９名 ３．８ 

１4 地域生活を支える支援とは 補装具編 対面 １月2７日 土 ３０人 １２名 ４．０ 

15 車いすシーティング 対面 2月３日 土 ３０人 ３１名 ３．９ 

合計 開催回数 １5回 ４４０名 ４３５名 ３．９ 
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表４ 講演名、講演者等  
番

号 
研修名 開催月日 講演内容 講師名 職種 所属 開催場所 

1 

摂食嚥下障がい

のある方への 

支援 

～薬剤師の 

関り方～ 

5月 27日

（土） 

摂食嚥下リハビリテーションに 

おける多職種の役割と連携 
小泉千秋 理学療法士 神奈川リハ病院 

神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

摂食嚥下障がい患者に対する 

服薬支援 
徳原大介 

薬剤師 

厚木市立病院 

在宅医療現場における 

服薬支援の取り組み  

～食事と薬と味覚の 

関係性を中心に～ 

武田浪弘 タカノ薬局 

服薬支援に関する体験    

2 

からだにやさしい 

介助入門   

－起居動作編－ 

6月 6日

（火） 

基本的な身体の使い方 有馬一伸 

理学療法士 

地域リハ 

支援センター 
神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

起居動作について 太田啓介 神奈川リハ病院 

ベッド上動作について  

～道具や福祉用具の活用法～ 
佐々木貴 作業療法士 神奈川リハ病院 

3 
コミュニケーション

支援の実際 

6月 10日

（土） 

コミュニケーション支援における 

基本的なスキルと心得 
中川翔次 作業療法士 スマイルケア 

ウィリング

横浜 

神経難病の「人」と関わる 

コミュニケーション支援 

～神経難病患者と共に 

コミュニケ―ション手段を探る～ 

山本直史 言語聴覚士 

医療法人社団 

芳英会 

吉野内科・ 

神経内科医院 

機器を知ろう！ 触ってみよう！  

機器体験会 
      

事例検討会 

 ～ALSの方に対する 

コミュニケーション支援を考える～ 

清水里美 作業療法士 
地域リハ 

支援センター 

4 

からだにやさしい 

介助入門  

-移乗動作編- 

6月 27日

（火） 

基本的な身体の使い方 有馬一伸 

理学療法士 

地域リハ 

支援センター 

プロミティ

あつぎ 

立位移乗の介助方法 森迫千晶 

神奈川リハ病院 
移乗用ボードを使用した 

移乗介助方法 
城間めぐみ 

作業療法士 

リフターを使用した移乗介助方法 清水里美 
地域リハ 

支援センター 

5 

セラピストのため

のハンドリング 

入門 

7月 22日

（土） 

ハンドリングの基礎 横山哲也 理学療法士 神奈川リハ病院 

ウィリング

横浜 
ハンドリングの実践 

玉垣努 

作業療法士 

神奈川県立 

保健福祉大学 

木村汐里 
神奈川リハ病院 

古嶋梓 

6 
脳血管障がいの

評価と治療 

9月 9日

（土） 

片麻痺の歩行 2023 

藤井誉行 理学療法士 
F リハビリテーショ

ン平塚 

ウィリング 

横浜 

実技１ ハンドリングによる 

評価と治療の基礎 

実技２ 歩行の評価と治療①② 
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7 

ポジショニング 

入門  

-24時間で 

姿勢援助を 

考える- 

9月 13日

（水） 

姿勢援助のための基本スキル 

下元佳子 理学療法士 

一般社団法人 

ナチュラル 

ハートフルケア 

ネットワーク 

ウィリング

横浜 ベッド上・車椅子座位の 

ポジショニング① 

ベッド上・車椅子座位の 

ポジショニング② 

8 
ADL支援の 

知識と実践 

9月 16日

（土） 

ADL総論 

 -発達から支援方法を考える- 
松田哲也 作業療法士 

JCHO 

東京高輪病院 

ウィリング

横浜 
ADL各論・実技 

9 
褥瘡予防 

セミナー 

10月 17日

(火) 

褥瘡のトータルケア 矢後佳子 

皮膚排泄 

ケア認定 

看護師 

神奈川リハ病院 

神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

体圧の工学的評価と対応 辻村和見 
リハ 

エンジニア 

車椅子上で発生する褥瘡の予防 

森田智之 

理学療法士 本田博基 

平松優香 

ベッド上の褥瘡予防 井上彰太 作業療法士 

10 

脳卒中の方の 

就労支援  

～医療機関から

取り組む 

治療と仕事の 

両立支援～ 

10月 21日

(土) 

治療と仕事の両立支援および 

両立支援コーディネーターについて 
新名早苗 

労働衛生 

専門職 

神奈川産業 

保健総合 

支援センター 

神奈川リ

ハビリテ

ーション

病院 

脳卒中患者への治療と仕事の 

両立支援について  

-両立支援外来の役割- 

萩原悠太 
脳神経内科

医師 
聖マリアンナ医科

大学横浜市 

西部病院 

佐藤千秋 
ソーシャル 

ワーカー 

神奈川県リハビリテーション病院  

職能科における 

両立支援の 

取り組みについて 
小林国明 職業指導員 

神奈川リハ病院 

事例検討会  露木拓将 
作業療法士 

増子寿和 

11 

知的障がいの 

ある方への 

生活支援 

11月 14日

(火) 

知的障がい者を取り巻く現状 能條尚樹 

生活指導員 

神奈川県リハビリ

テーション事業団 

七沢学園 神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

グループホームでの生活を支える 

貴志園の取り組み 
中島丈志 

社会福祉法人 

唐池学園  

地域生活課 

知的障がい者の 

身体機能の低下への対応 
小泉千秋 理学療法士 神奈川リハ病院 

12 

在宅における 

循環機能の 

低下について 

 ～ステージに 

応じた 

運動の工夫と 

リスク管理の 

考え方～ 

11月 25日

(土) 

心不全の理解と循環器リハビリテー

ションの基礎知識（ステージ分類や

心臓以外のリスク当） 

岡崎加奈子 理学療法士 
福島県立 

医科大学 

プロミティ

あつぎ 

グループワーク１ 

現場で困っている症例・ 

事例を共有しよう 

在宅における循環器リスクの評価と

運動指導の工夫 

グループワーク 2 

１：現場で困っている症例・事例を

共有しよう 

2：症例検討＆実技 
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13 

排泄ケアの 

知識と実践 

～排尿障害への

理解と対応～ 

11月 27日

(月) 

排尿障害の理解 田中克幸 
泌尿器科 

医師 
神奈川リハ病院 

神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

排泄ケアの知識と実践① 

佐藤文恵 

看護師  

コンチネンス

アドバイザー 

有限会社 

 きちっと 
排泄ケアの知識と実践② 

排尿動作のアセスメントの実際 

 ～姿勢と環境設定～ 
一木愛子 作業療法士 神奈川リハ病院 

実技（おむつの使い方） 

佐藤文恵 

看護師 

コンチネンス

アドバイザー 

有限会社 

きちっと 

一木愛子 作業療法士 神奈川リハ病院 

14 

地域生活を 

支える支援とは 

 ～上肢装具・ 

下肢装具の 

導入に向けて～ 

1月 27日

(土) 

”やりたいことを支援する”上肢装具

（PSB)活用法 
清水里美 作業療法士 

地域リハ 

支援センター 
神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

”装具難民を減らしたい！” 田代宙 

理学療法士 

訪問 R-station 

装具に関するQ＆A 有馬一伸 
地域リハ 

支援センター 

15 
車いす 

シーティング 

2月 3日

(土) 

車いす適合に必要な 

座位姿勢の視点 
小泉千秋 

理学療法士 

神奈川リハ病院 
神奈川県

総合リハ

ビリテーシ

ョンセンタ

ー 

車いすと身体の合わせ方 森田智之 

体験 ①背張り調整 

     ②車いすと身体の適合  

   ③クッションと圧調整 

小泉千秋 

森田智之 

有馬一伸 
地域リハ 

支援センター 

  車いすシーティングの実際 松田健太 
リハ 

エンジニア 
神奈川リハ病院 

You Tube 

参加者限

定配信 

 ＊15 車いすシーティング「車いすシーティンの実際」は、講師都合により後日インターネットにて配信した。 

 

表５ アンケート抜粋  

研修名   

摂食嚥下障がいの 

ある方への支援 

～薬剤師の関わり方～ 

  

・ 体験することで、服薬に対する意識が変わったと思います。いつも当たり前のよう

に1包に入っている5～6粒を口に与薬しているが、ご本人の飲みにくさ等考えて

みようと思います。介護施設にOT、PTさんとの連携や薬剤師さんとの連携もある

べきと思いました。 

・ 飲みにくい方に対してご飯に混ぜたりする事もあったが、混ぜる事で余計に飲みに

くくした事や、粉にする・水で溶かすだけで良いと思ったが、それ自体が間違って

いる事に気づけて参考になりました。 

・ 普段、利用者の方に服薬を行っていますが、「飲みやすさ」「飲ませ方」をそこま

で意識する機会がなかったのでこの講話を聴き、業務を改善する必要があると感じ

た。お薬手帳の重要性を感じた。 

・ 薬の飲み合わせや飲み方よって味が大きく変わることを身をもって知ることができ

た。服薬は支援者が想像する以上に本人には負担が大きいことがよく理解出来た。 

・ 薬剤師さんとの関係がもっと密になれる環境下で介護できると安心感がもっと増す

と思った。 
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からだにやさしい 

介助入門 

～起居動作編～ 

  

  

・ 身体の距離のとり方・圧のかけ方、とても参考になりました。起き上がりの頭の支

え方もやっとわかりました。 

・ ビニール袋の活用性すごいと思いました。１枚はもって仕事しようと思いました。 

すべてにおいて、腰痛のある私にとても参考になりました。 

・ 実技中心で分かりやすかったです。身体の使い方、力をどこにかけるかなど、それ

によって、自身の身体に負担をかけることなく動かせることがわかりました。 

早々職場で試したいと思います。 

・ 道具を使うと、とても楽になり、驚きました。コンビニ袋やごみ袋などすぐ用意で

きるものの紹介助かります。背抜きの実践がみれて良かったです。 

コミュニケーション 

支援の実際 

・ コミュニケーションといっても様々な要素があり、複雑であることがわかりまし

た。支援をするときは決して支援者中心になるのではなく、一緒に協力して実施し

ていく大切さを知りました。 

・ 実際、文字盤に触れたことは初めてでした。普段難聴者と接することが多く、ジェ

ステャーでコミュニケーションをとることもあります。文字盤を工夫して取り入れ

ることが出来たら、現場でのコミュニケーションの幅も広がると思いました。 

・ 文字盤・スイッチなど様々なコミュニケーション手段があるが「心を通い合わせる

ため」のものであるということを念頭に置き、先入観を無くし、まず患者さんの想

いを聴き、感じ取ることが大切だと思った。 

・ 文字盤を使用したことがなかったため、教えるには自分自身も使えるようにならな

ければと思いました。アイディアがすごかったです。最後まであきらめずに、コミ

ュニケーションがとれる環境をつくりたいです。 

からだにやさしい 

介助入門 

～移乗動作編～ 

  

・ 介助時の手を介して対象者の手がかりを得ているという言葉にとても納得できまし

た。普段の何気ない動きや身体の 使い方を今後は気にかけながら介助にあたりたい

と思います。 

・ 施設に移乗ボードはありますが、うまく使いこなせず困っていたので、本日の研修

を期に同僚にも伝えていきたい。 

・ いかに知識がなく、そのため体力を消費していたことがわかりました。施設全体で

無理しない、無理させない介護に取り組んでいかなければと思いました。今日はと

っても勉強になりました。 

・ 「リフトは大変そう」という考えが劇的に変わりました。介助を嫌がり抵抗される

方にも安全に移乗できるかもしれないと感じました。 

セラピストのための 

ハンドリング入門 

  

・ 相手の反応、自分の評価、そしてどうしていきたいかをその場で調整しながらすす

める工程がとても楽しいと感じました。 自分の経験をこれからもどんどん深めてい

きたいと思いました。 

・ 時間で交代するようにしてほしい。 

・ 自分の動きを相手に伝えるように動くことで、相手がどこに力をいれているのか、

どこに重心をのせているのか理解できた。相手の感覚がなかなかとらえきれなかっ

たので、明日からさっそく実践してみようと思います。 

・ 知覚することが重要なんだと知れたことが一番の収穫でした。完全マヒ・感覚脱失

レベルの患者さん（対象者）にもまだやれることがあると知ってうれしくなりまし

た。 
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脳血管障がいの 

評価と治療 

  

・ 今までハンドリングを用いて、自分の力で患者の運動を変えるという意識を持って

いたが、 感覚入力で運動を変えるという新しい視点を知ることができて、明日から

の臨床に活かせそうと思った。 

・ セラピスト側の感覚も大事にしていかなければいけないと思いました。下肢または

上肢からの運動を大切にしていきます。 

・ 今回は歩行分析、評価など大変勉強になりました。身体イメージの大切さや基本的

な考え方を知ることができましたが、技術的な部分は不足しすぎているので、運動

学をもっと勉強する必要性を 感じました。職場で共有したいと思います。 

ポジショニング入門 

-24 時間で 

姿勢援助を考える- 

  

・ どのような触り方、動かし方が不快に感じられやすいのかを考えながら講義を聞く

ことができて良かったです。「ファーストステップ」「ノーリフティング」の内容

はリフト研修で最近聞いたばかりだったのでイメージしやすかったし、主流な考え

になってきているんだな・・と実感しました。新人の時「ポジショニングは体圧分

散させるために、隙間をうめて支持面を広げる」と学んでいたので、知識をアップ

デートできたように思います。 

・ 座学で確認した内容を実技を通して学べたことが充実していたなと思います。色々

なクッションがあれば標準化されたポジショニングを提供できる反面、現実の環境

を加味しなければならないので、できる工夫と全職員への使い方のレクチャーをし

ていくことが重要なのかなと思います。他者と情報共有できたのもよかったです。 

・ 実際にやってみる、体験してみると楽な姿勢がわかり参考になりました。特に先生

の触り方がとても私たちがやっている時と違い、これから気を付けていきたいと思

いました。 

ADL支援の 

知識と実践 

  

・ これだけ原点の遡りをして学んだり、考えた事がなかったので、とても勉強になり

ましたし、ADLの評価を行っていく上で、より深く考察できるのではと思いまし

た。 

・ 手技のご指導もして頂き、今後実際に行っていけたらと思います。動作も１つずつ

丁寧にアプローチしていく事が大切だという事を改めて感じました。限られた時間

でダイナミックな動きを行ってしまいがちなので気を付けていきたいと思います。 

・ ADLを介助ではなく、代償だけでもなく、治療として支援できることを学べまし

た。 

褥瘡予防セミナー 

  

・ トータルケアが大切なこと、他職種がチームで関わること、改めて現場でさらに効

果的に関わる方法はないか考える機会になりました。 

・ 日常で何気なく介助の都合で動かしてしまうリクライニングの角度で生じる摩擦力

や剪断力と、そのリスクを考えると自然と配慮する点や介助も違ってくるのかなと

思いました。 

・ 当たり前のように行っていたことをリハビリの先生たちを通して改めて介助方法、

車いす、ベッドマットなどを利用者様に合わせたものや介助の仕方を他職員と考え

ていきたいと思いました。今後もこのセミナーを思い出して仕事をしていこうと思

います。 

脳卒中の方の 

就労支援  

～医療機関から取り組む

治療と仕事の 

両立支援～ 

  

  

・ SW中心で働きかけていて、セラピストとして動けるものか不安だったが、Drも両

方の支援が必要とおっしゃっていただけて自分の職種から働きかけられることを見

つけていけたら良いと思えた。 

・ 就労世代の高齢化が進むため、両立支援については支援者としても労働者としても

理解を深める必要があると認識した。 

・ 就労は支援機関が多く、それぞれの特徴を把握していないとプランが難しそうだと

感じた。現在、私は回復期で仕事をしているが、その先 ENT後の生活に携わりき

れていないと感じているので、情報提供を患者さんにできたら、まずはいいのかな

と思いました。 
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知的障がいのある方への

生活支援 

  

・ 意思決定には、体験・経験がベースになるという点は利用者の方が毎日同じように

変わらず生活をするのも大切だが、支援としてそのきっかけを与えるのも必要なの

かな？と考えさせられた。 

・ 十人十色でその人の行動には背景があると言う事。チームで情報共有する事で更な

る理解につながったり、そこからの新しい支援の糸口になると感じました。やっぱ

り人情が大切だけれど、やってあげる事はそれとは違うものだと感じました。 

・ 生活介護事業所に来るご利用者の方がグループホームでどのように支援を行ってい

るのか、そこにいきつくまでにスタッフの方々がどんなことを考えて話し合ってい

るのか知れて良かった。 

在宅における 

循環機能の低下について 

  

・ 心拍数を見て負荷量の目安になる計算式を知れて良かった。METsの表を見て動作

の負荷量を再認識できた。 

・ 実技で実際に自身で動くことで、きつさ・体力が分かった。利用者様の負荷量の調

整の際にイメージがつけやすい。 

・ 実技を交えた講義で分かりやすかったです。また、他疾患を合併している患者の特

徴などを文献とともに提示してくださった所は臨床に生かせるため、とても勉強に

なりました。 

排泄ケアの知識と実践 

  

・ 排泄障害を介護職でも理解出来るようにわかりやすい講義でした。尿道留置やカテ

ーテルを使用されている利用者様が多い施設なので、原因やしくみを知る上で勉強

になりました。 

・ コンチネンスという言葉を恥ずかしながら初めて知りました。人間が生きていく上

で大切な排泄を周りの気づきから、よりよい気持ちの良い排泄に変えていく様、支

援していく大切さを知った気がします。特に排便のしくみの排泄ケアの取り組 みや

考え方が理解出来たので良かったです。 

・ 日々の業務が介護側の考えが通常になり、便座の座り方でハッとしました。自分な

ら前向きに座っているのに…とついつい短時間で介助を考えていたと思う。姿勢を

考えて業務に取り組みたいと思います。 

地域生活を支える 

支援とは 

  

・ 今まで PSB には関わったことがなく、初めて講義を受け体験しました。調整は難

しく感じましたが、患者様・利用者様のQOL維持にもつながり、今後活かしてい

くことができればと思います。 

・ 「まずは動くことが大事！！」とのメッセージ、ありがとうございます。相手の為

に人脈・知識を用いて、リハ介入がはなれても自分のまわりのサポートの輪がある

ことを利用者さんに感じてもらえる よう動いていきたいと思います。 

・ 実際に自分の身体で体験すると分かりやすかったです。また、グループワークやア

ウトプットを行うことで「分かった気になる」がなくて良かったと思いました。 

車いすシーティング 

  

・ 普段お世話をしている利用者の方でどうして姿勢が崩れてしまうのかという疑問が

研修を聞くことで理解することができました。“きちんと座ってもらっているつも

り”になっていたな、と気付くことができました。骨盤やつらい姿勢になっていな

いか確認したいと思います。 

・ 身体の幅に合わせる大切さなどは分かっていましたが、クッションの厚さや足の位

置などあまり気にせずに座ってもらっている所など、もう一度気をつけて見てみた

いです。困っている利用者さんの改善ができそうな例があったので、PTさんと相 

談しながらやります 

・ 背張の調整体験では、クッションの向きを替えるひと手間、タオルを使うことで包

み込みができることを体験することができること、車椅子寸法計測や身体寸法計測

することで適合しているかチェックすることが学べて良かったと思います。限りあ

る車椅子の中で少しでも安楽に過ごしていただけるよう学びを深めていきたい。 
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２．地域リハビリテーション支援関連活動 
 

(１)   政令指定都市のリハセンターとの連絡会 

「かながわ地域リハビリテーション支援連絡会」 

平成 24年度より情報交換・勉強会等を目的に連絡会を開催している。 

令和５年度は、対面にて２回開催した。 

１) 参加施設 

横浜市総合リハビリテーションセンター 

川崎市北部リハビリテーションセンター 

れいんぼう川崎 

川崎市中部リハビリテーションセンター 

川崎市南部リハビリテーションセンター 

相模原市更生相談所 

２)  令和５年度かながわ地域リハビリテーション支援連絡会活動実績  

① 開催日：令和 5年 10月 18日（水） 

会場 ：川崎市南部リハビリテーション支援センター 

テーマ：「装具・日生具について」 

② 開催日：令和 6年 3月 6日（水） 

会場 ：川崎市北部リハビリテーション支援センター 

テーマ：「身体拘束について」 

(２)   地域医療介護連携会議等への参加 

「神奈川県小児等在宅医療推進会議」       ２回  

「自立支援協議会」（県、保健福祉圏域、市町村） 

・神奈川県障害者自立支援協議会        ２回 

・神奈川県障害保健福祉圏域事業調整会議    ２回 

・湘南東部障害保健福祉圏域自立支援協議会   ２回 

・湘南西部障害保健福祉圏域自立支援協議会   ２回 

・県西障害保健福祉圏域自立支援協議会     １回 

・県央障害保健福祉圏域自立支援協議会     ２回 

・横須賀・三浦障害福祉圏域自立支援協議会   ２回 

 

(３)   保健福祉事務所への難病患者支援研修等への協力 

保健福祉事務所４か所および保健所 1か所の難病患者支援事業に協力した。 

１) 厚木保健福祉事務所大和センター 

依頼事業名：「難病リハビリ相談」 

実施日：令和 6年 6月 21日・10月 4日 

派遣職種及び人数：理学療法士・作業療法士・ソーシャルワーカー 各１名 

延べ６名派遣 

２) 平塚保健福祉事務所秦野センター 

実施日：令和 5年 12月 22日 

依頼事業名：「難病リハビリ教室」 

派遣職種及び人数：理学療法士 １名  

３) 小田原保健福祉事務所足柄上センター 

実施日：令和 6年 1月 25日 

依頼事業名：「令和５年度難病講演会」 
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派遣職種及び人数：理学療法士 １名派遣 

４) 小田原保健福祉事務所 

実施事業名：「令和５年度難病リハビリ教室」 ２回 

実施日：令和 5 年 9 月 29 日・6 年 3 月 8 日  

派遣職種及び人数：理学療法士・作業療法士・ソーシャルワーカー  

延べ４名派遣 

５) 藤沢市保健所 

依頼事業名：「難病患者へのコミュニケーション支援」 

実施日：令和 6年 2 月 21 日 

派遣職種及び人数：理学療法士・作業療法士 各１名 計２名派遣     

 

(４) その他の地域リハビリテーション関連事業への協力 

・相模原公共職業安定所 

「就労支援セミナー」 

・神奈川県総合療育相談センター 

     「令和５年度身体障害者及び知的障がい者福祉担当職員研修」 

   ・鎌倉保健福祉事務所 

     「令和５年度精神保健福祉基礎研修」 

   ・鎌倉保健福祉事務所 

「令和５年度障害福祉相談員研修会」 

・厚木市 

「自立支援型ケア会議」 

 

 (５) 全国地域リハビリテーション事業連絡協議会 

  １）都道府県リハビリテーション支援センター会議 

     令和 5 年１０月２６日 ハイブリッド 

     オンラインにて参加 

      「各都道府県地域リハビリテーション支援センター活動報告」 
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資料１ 

地域リハビリテーション支援センター 研修開催伴う感染対策マニュアル 

Ver2023.５ 

 

研修開催に伴い、以下の感染予防対策を行う 

 

Ⅰ．健康管理（職員を除く。職員は、センターマニュアルに準じる） 

１．当日の体温チェック等 

①  非接触型体温計で計測 

⇒平熱より高い場合は、接触型体温計で再度計測する。 

注：発熱は平熱より1℃以上高い場合（３７．５℃を目安にする） 

 発熱が確認された場合は抗原検査を実施する。 

②  カゼ症状等の体調確認 

⇒症状が確認された場合は抗原検査を実施する。 

２．判断 

次の状況が確認された場合は、受講不可とする。 

① 講日を含めて 3日以内の発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、味覚・臭覚障害等の症状が確認

された場合 

②   新型コロナウイルス感染症感染後５日以上かつ（解熱剤の使用なく）解熱し、その 

他の 症状が軽快してから２４時間経過していない場合 

③   同居人の感染後5日以内の場合 

３．連絡の義務 

（受講者） 

①  開催日以前 

受講決定者は、受講日より３日以内に「２．判断」に該当する場合は速やかに連絡 

する。 

②   開催日 

受講当日に「２．判断」に該当した場合は、開催時間までに連絡する。 

③   開催日以降 

受講後５日以内に感染が確認された場合は、速やかに連絡する。 

   (支援センター) 

開催後５日以内に受講者の感染が確認された場合は、速やかに受講者全員に連絡する。 

※ 個人情報に留意 

 

Ⅱ．研修当日の対応 

１.消毒 

①   直接接触したマイクや研修で使用した物品（ベッド・椅子・実技物品等）は使用毎 

  に行う。 

② 机・ドア・手すり等の備品・設備は、講義毎等定期的に行う。 

③   研修終了時全ての使用物・設備等に対し行う。 

  ２.換気 

  ①   休憩時に窓・ドアの開放を行う。 

３.ソーシャルディスタンス 

  以下、密にならないよう配慮する。 

①   受付時の並び間隔 
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②   机・ベッド等の配置 

③   机の着座人数 

  ４.マスク 

       原則、マスクの着用は任意とするが、会場のルールに則る。 

５.接触を伴う実技指導等の感染対策 

①  不織布マスクの装着 

②  接触毎の手指消毒 

   ③ グループで行う場合は、少数のグループとし、入れ替えは最少とする。 

  ６．食事等 

   ①   会場のルールに則る。 

   ②   会場内での飲食が可能な場合であっても、黙食をお願いする。 

７．ごみ処理 

   ①   ごみは、受講者個人での持ち帰りをお願いする。 

②   接触に伴うごみは、ビニール袋に入れ廃棄する。 

 ８．その他 

   ①   嘔吐の場合 

      事業団感染対策マニュアル及び使用施設の取り決めに従う。 

      処理は、ゴム手袋・ガウン・マスク装着で行う。 

 

Ⅲ．神奈川県リハビリテーション事業団施設使用の場合 

１．使用場所の制限 

①   研修参加ホルダーを常時下げておく。 

②   原則研修会場以外の施設への立ち入りは禁止する。 

２．コンビニ使用について 

①   スタッフの指示に従う。 

 

Ⅳ．その他 

  県内の感染状況を把握し、適宜対応変更を行い、感染防止に努めること。また、外部会場

使用時は、会場管理者と協議し迅速に対応すること。 

県委託事業においては、県と連絡を密に取り指示を仰ぐ等迅速に対応すること 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県リハビリテーション支援センター事業 

（県の委託事業） 
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1．リハビリテーションの相談対応・情報提供 (表 6・7・8・9・10)（資料 2）（事例 1・2） 

 

(１) リハビリテーション専門相談  

リハビリテーション専門相談は、リハビリテーションを必要とする高齢者・障害者等が住みな 

れた地域で自立した生活が送れるよう、神奈川県リハビリテーション支援センターの専門スタッ 

フが市町村及び地域のリハビリテーション関係機関と協働して総合相談・情報提供・介助技術等 

の支援を行うものである。 

目的は自立支援の観点を基本とし、高齢者・障害者の直接的な課題の解決のみならず、相談事 

例を通して、医療・介護・福祉等の連携を図り、地域の状況に応じた、地域包括ケアにおける地 

域リハビリテーションを推進するものである。 

支援者との協働は地域におけるリハビリテーションに関する相談や調整を行う地域リハビリテ 

ーションコーディネーターの人材育成にも関与するものであり、多職種・他機関による包括的ア 

プローチを行うことで、地域のリハビリテーション資源の積極的な活用や、新しい資源の発掘や

創造に寄与できると考える。更に障害福祉領域（小児を含む）におけるリハビリテーションの必

要性については支援センターで行った研修においても大きな反響があり、今後、さらにその重要

性は増すと認識している。 

令和５年の相談件数は１８４件（前年度 188 件）で昨年度と同程度であった。新規相談件数１

１４件（前年度 106件）であった。訪問件数は延べ２５件（前年度 28件）であった。 

令和５年度の傾向として、知的障害に関する相談件数の増加がある。知的障害者の高齢化問題

は、令和４年および５年度に秦野市で行った、「リハビリテーション従事者等に向けた研修」（神

奈川県委託事業）において、グループホームを対処としたリハビリテーションの有用性と多職種

連携の必要性の研修におけるグループディスカッションで多くの課題を認識した。 

依頼圏域別では、当センターが設置されている県央圏域が多い。横須賀・三浦圏域の増加は、

逗子市で行った、「リハビリテーション従事者等に向けた研修」の２部「まずは電話でお聞きく

ださい！一緒に考えましょう！」を表題とする研修の効果が認められると考える。相談先として、

身近に感じていただくとともに、些細な問題にも対応し、相談内容によっては、地域を限定せず

訪問対応することが認識されてきていると思われる。また、地域によっては、リハビリテーショ

ンに関する相談先がまだまだ不足している実態があるとの声も聞かれる。引き続き、地域リハビ

リテーションへの理解と当支援センターの業務内容を周知していく必要性を再認識した。 

訪問・来所の目的別の件数は、総件数が少ないため傾向はつかめないが、新型コロナウイルス

の感染予防による訪問の抑制が少しずつ解除されてきている傾向があり、増加傾向にあると判断

している。また、訪問の条件として事前に情報を確認の上、必要性を判断していたが、今後は、

情報の整理を含め、迅速な対応を優先し、伴走型相談支援など訪問先で課題解決を一緒に行うよ

う努めていく。 

単に介護予防のアドバイスや、ADL 等の技術支援だけでなく、地域のリハビリテーション資源

との連携への助言や多職種を巻き込んだ包括的なケアへの支援に今後も務めていく。 
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(２) 障害別、依頼元別、保健福祉圏域別、目的別訪問・来所相談件数（表６・７・８・９）   

表（ ）内は令和４年度値 

表６ 障害別の相談件数           

リハ専門障害別 件数 構成比 

視覚障害 58  (42） 31.6% 

知的障害 58  (27） 31.6% 

神経・筋疾患 24  (23） 13.0% 

脳血管障害 16  (21） 8.7% 

脳性麻痺 5  (23） 2.7% 

脊髄障害 4  (21) 2.1% 

後天性脳損傷 
（除く脳血管障害） 

3  (14） 1.6% 

骨関節疾患 3   (4） 1.6% 

その他 10  (12） 5.4% 

不明 3   （1） 1.6% 

合計 184  (188） 100.0% 

 

表７ 相談依頼元の相談件数 

リハ専門障害別 件数 構成比 

本人家族 65  (59） 35.4% 

障害者施設 54  (46） 29.4% 

障害者 

更生相談所 
13    (1） 7.1% 

市町村 12    (2） 6.5% 

訪問看護事業所 11    (6） 6.0% 

医療機関 9  (11) 4.9% 

居宅介護事業所 7  (10） 3.8% 

保健福祉事務所 5  (21） 2.7% 

地域包括 

支援センター 
5  (15) 2.7% 

障害者 

相談支援事業所 
1    (5) 0.5% 

訪問介護事業所 1    (0) 0.5% 

高齢者施設 0    (8) 0.0% 

教育機関 0    (1) 0.0% 

その他 1    (3） 0.5% 

合計 184  (188） 100.0% 
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表８ 保健福祉圏域別相談件数         

圏域 件数 構成比 

県央     69 (55） 37.6% 

横須賀・ 

三浦 
   24 （13） 13.0% 

湘南西部    19  (37) 10.3% 

県西  15  (16） 8.2% 

湘南東部    10  (27) 5.4% 

横浜市    30  (22) 16.3% 

川崎市      3   (1） 1.6% 

相模原市      9 (13) 4.9% 

県外      5   (4) 2.7% 

合計 184  (188) 100.0% 

 

表９ 目的別訪問・来所相談件数  

訪問・来所の 

主たる目的 
件数 構成比 

補装具・福祉用具

機器 
   10   (9) 40.0% 

訓練プログラム 

指導 
     9   (4） 36.0% 

環境整備     3   (2) 12.0% 

介護指導      1   (4) 4.0% 

コミュニケーション

支援 
     1   (4) 4.0% 

ADL 指導      1   (3) 4.0% 

支援内容検討     0   (2) 0.0% 

医療     0   (0) 0.0% 

その他     0   (0) 0.0% 

合計    25  (28) 100.0% 
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(３) 視覚障害に関する相談（スマートサイト） 

専門相談として、神奈川県眼科医会との協力で視覚障害、ロービジョンの相談を受けている。

県内の各眼科にリーフレットが配布されており、当時者やご家族から電話相談を受けている。日

常生活の困りごとや、障害手帳申請、視覚訓練、社会資源、制度利用などの情報提供を行ってい

る。 

神奈川リハビリテーション病院眼科、七沢自立支援ホーム視覚部門と情報を共有して電話で回  

  答している。必要に応じて神奈川リハビリテーション病院の眼科外来に受診していただくことも  

  ある。 

令和 5年度の新規相談件数は４８件で、延べ相談件数は５８件であった。（前年度は新規相談 

32 件、延べ相談数は 41 件）そのうち神奈川リハビリテーション病院外来受診に８件つながった。    

相談は、「高齢で視覚障害になった。」「見えにくさがあるものの生活はなんとかなっていたが、

サポートする家族状況の変化などで不安がある。」などにより、かかりつけ医からスマートサイ

トを教えられて電話をしてくるケースが非常に多かった。 

  

(４) 相談に関するアンケート結果 

訪問相談実施後アンケート 

１）役に立ったか（回答 12） 

役に立った。   １１ 

      やや役に立った。  １ 

役に立たなかった   ０ 

２）依頼者の満足度（回答 7） 

満足             ５ 

やや満足           ２ 

不満         ０ 

３）要望、感想 

・その後ポジショニングは安定し食事等もしやすくなり、職員がそれぞれ行っていたポジショ
ニングが統一してできるようになりました。〇〇さんの身体状況も当時より若干変化が見ら
れますが、今回のアドバイスを参考に身体状況にあわせたポジショニングをするようにして
います。 

 
・職員の介助方法研修を行うことができ、有意義だった。 
 

・車いすの「ＦＲＯＮＴ」はマットのロゴと認識していた。だがマットにも向きがありその目
印であると指摘していただいた。 
 

・考え方（自分たちが行った工夫）が間違っていなかったことを確認でき、より安定するため
のアドバイスをいただけた。 
 

・床からベッドへ移乗方法を確認したことで問題点が明確になり（サイドレール追加）ご本人
より「楽になった」「しんどくないよ」との報告をもらえた。「歩きたい」との希望を叶える
ため週２～３回訓練士が介入し歩行訓練を行うようになったためご本人の表情も明るくなり
談話室に出てくるようになった。車いす用クッションを使用し始め（シーティングの効果）
姿勢がよくなり、食事がしやすくなった。（胸から腹部への圧迫が解除され、前屈姿勢では
なくなった）カーペットは本人より「滑りが悪いのはイヤ」と言われ購入に至っていない寒
さはレッグウォーマーで対応⇒本人満足している。 

   
・親身になって対応してくださり、本人もご家族も大変うれしそうにしていた表情が印象的で 
した。 
 

・送迎時の介助方法を変更し、安全面での不安は軽減されたと思う。 
 

・訪問後、車いすの調整をしていただいたので、腰がずり落ちることなく姿勢が安定されてい 
る。 
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・歩けるようになった（訓練してもらえる）ことと夜間トイレから戻ってきたとき「しんどく 
ない」ことが一番嬉しかった。 
 

・アドバイスをいただいたときは（その時だけは）ポジションを上手にできるのですが、だん 
だんもとに戻ってしまいます。〇〇さんの体調にもよると思うのですが、どうしても右側に
傾いてしまいます。 
 

・拘縮のある方に対して車椅子乗車時、日中活動時にストレッチを実施しています。ストレッ
チの方法を見直したいと考えているのですが、相談にのっていただくことは可能でしょう
か？ 
 

・家族の思いと、事業所の考えが違い、まとまらず、専門職の意見がほしいと思うことがあり
ます。 
 

・機能訓練士の勉強不足を常に感じています。教育の場がないことも事実です。 
 

・いつも丁寧に教えていただき感謝です。医療重度の方を中心にアドバイスを頂いております
が、年々利用者さんの機能低下が顕著になっており定期的にアドバイスがいただけたらと思
っています。 
 

・施設利用者も高齢化がすすみ、身体状況も変化している。知識が少ないので研修があれば参
加してみたいです。 

 

（５） 事例 

    一部を紹介する（事例１・２） 

事例１ 

相談内容 

80 代女性、小児麻痺。もともとは在宅で一人暮らしをされていたが、機能低下したことによ

り、歩行、屋外移動などが困難になり、施設入所に至ったケース。施設入所後も機能低下は続

いていたが、認知面は保たれていて、障害を有した生活が長かったこともあり、高齢者施設内

でも自身の身体機能で自立しようとする意志がある方。 

高齢者施設のスタッフからも、今の動作方法でよいのか？もっと安全で楽にできる方法ある

のか？身体面、環境面についてみてほしいとの依頼があり、訪問となった。 

対応 

自宅で長年床での生活をしてきたということもあり、ベッドでの生活が基本の施設生活で、

本人の身体機能でどこまで自立した生活が送ることができるようになるかを評価する必要があ

った。   

トイレ使用時は床に降り移動するため床とベットの昇り降りを安楽にできる工夫が必要と判

断した。ベッドの高さは最低床でこれ以上の低床化は困難であった。移乗動作における、麻痺

している下肢の使い方はよく、降りる動作は、スムーズであったが、昇るときは、捕まるとこ

ろがなく不安定であった。上肢で把持する手すりをベッドの対側に追加することで、床からベ

ッドへの移乗はスムースになった。また居室内のみ床での生活を行うにあたり、しゃがんだ状

態での独特の移動様式は長年の自身の工夫によるものであり、このままでよいとの結論に至っ

た。さらにご自身の希望で歩行器使用での歩行を希望されていたが、施設内で実施できていな

い現状があった。立ち上がり時に注意は必要だが、近監視での歩行が可能なことがわかり、訓

練レベルではあるが施設のスタッフに協力してもらい、定期的に行うことを提案した。 

のちに、ご本人より「楽になった」とのコメントをいただいた。歩行訓練についてはご自身 

の表情も明るくなって、歩行訓練がきっかっけで居室から出てくる機会が増えたことなどの報 

告があった。 

高齢者の長期入所施設などでは訓練担当のスタッフが配置されているが、利用者の個々の細

かいニーズや障害特性などに対応が難しい場合などがあり、県リハビリテーション支援センタ

ーの介入が有用だった事例と考える。 
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事例２ 

相談内容 

50代女性、知的障害。約 4年前に当センターに身体機能低下による歩行能力の低下について

相談があり、生活場所のグループホームや通所先施設で歩行評価や運動プログラムの提案を行

ってきたケース。昨年になって神経難病の確定診断がついた。通所先の生活介護施設から環境

面での制約がある都合上、車いす使用の必要性や介助動作の方法について相談があり、訪問を

行った。 

対応 

通所先施設内ではスペースの都合もあり市販のキャスター付き事務椅子で作業を行っていた。

事務椅子使用では体幹機能低下もあり上体が片側に倒れやすい傾向あり、崩れに対し自身での

修正は不可能な状態。立位や移乗の協力動作はあるものの、下肢の筋力が弱く介助を要する状

態であった。座位での作業はなんとか可能だが、姿勢の崩れによる転倒リスクがあった。 

座位保持の安定性確保の観点から車いす使用の必要性について確認したが、本人が送迎時に

使用しているレンタルの車いすでは背もたれが倒れすぎている、アームサポートが作業机と干

渉してしまうなどの問題があり、可能な限り姿勢保持と小回りが利くことが両立するレンタル

車いすの導入の提案を行った。 

また施設から送迎車への乗り降りについて、施設の掃き出し窓から本人に床への座位姿勢を

とってもらったうえで地面に足を着き、介助で福祉車両のスライドシートに乗せている状態で

あった。もともと通所先施設の出入りが車いす対応になっていなかったこともあるが、玄関外

ポーチ部分に十分なスペースの低床の階段があり、車いすに乗った状態で階段を昇降させる介

助方法を提案することができた。 

結果、施設内での環境面での課題や職員の介助方法の助言指導、移乗時の安全面の確保を行

うことができた。 

知的障害の通所先施設では車いす対応になっていない環境やそこに従事する職員の車いす介

助の方法などが周知されていないことがある。さらに生活面と通所先ではかかわるスタッフが

異なることもあり、身体面に関する課題認識についても共有されていないことがある。本事例

にかかわらず、通所先からの相談については生活領域や教育・職業・医療など関わる全ての領

域で課題や目標など情報を共有し統一したかかわりを行っていく必要性がある。 

 

(６) 情報提供 

ホームページ上で県内のリハビリテーション関係機関情報、リハビリテーション専門研修の開 

催案内及び募集や、当支援センターで行っている、高次脳機能障害支援普及事業、広報誌「地域

リハビリテーション支援センターだより」を含めた情報を掲載・発信している。ホームページへ

のアクセス数は、４６，１１１件（前年度 45,377件）であった。閲覧数の大きな変動はなかった。 

「地域リハビリテーション支援センターだより」はＡ３版両面で、高次脳機能障害を含む研修 

や専門相談の事例紹介などを掲載し、県内７０機関あまりへ年６回配布した。２００９年（平成 

21年）５月に創刊し２０２４年（令和 6年）２月号をもって通算１００号をお届けすることが 

出来た。約１５年間地域へ、支援センター事業の報告や思いなどを届け続けている。 
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２．リハビリテーション従事者等を対象とした研修 （別紙1・2・3・4）（資料3・4・5・6） 

 

(１) 地域リハビリテーション連携構築推進事業 

１） 基本計画 

県内２カ所において各２回の研修会等の実施。各回 25名の参加者を想定。 
 

２） 対象地域 

    秦野市及び逗子市の２カ所で実施した。 

 

(２－１) 秦野市における地域リハビリテーション連携構築推進研修実施結果 

（別紙 1・2）（資料 1・2） 

１） 実施日、時間 

１部：令和５年８月２２日（水）１８：００～２０：００ 

   ２部：令和５年８月２９日（水）１８：００～２０：００ 
 

２） 開催方法 

   対面及び Zoomを使用したオンランを併用 
 

３） 会場  

秦野市本町公民館 (秦野市入船町１２－２) 
 

４） 参加人数 

延べ１１３名 

１部：会場参加４３名 オンライン参加３１名 

２部：会場参加２７名 オンライン参加１２名 
 

５） 実施テーマ 

「グループホームでの生活支援を長く続けるために」 
 

６）プログラム及び講師（講義資料：資料１） 

1部 「より良い支援につながるための障害理解について」 

講演１ 「知的障害の理解、対応について」 

川嶋  志織 氏  七沢学園 生活支援員 

講演２ 「精神障害の理解、対応について」 

      五十嵐  一美 氏  厚木看護専門学校 看護師 

      講演３ 「障害者権利擁護について」 

      阿部 泰 氏  秦野市障害者権利擁護センターライツはだの 
     

    2部 「長くグループホームでの生活を続けるために」 

     講演 精神科リハビリテーションの視点から生活支援を考える 

杉村 直哉 氏  神奈川県立保健福祉大学 助教授 作業療法士 

グループディスカッション（＊会場参加者のみ） 

 司会  

小川 淳        神奈川県リハビリテーション支援センター 

  ファシリテーター 

    阿部 泰   氏  秦野市障害者権利擁護センターライツはだの 

   岡西 博一 氏  社会福祉法人常成会丹沢レジデンシャルホーム 

   小林 由香 氏  秦野市役所 

   磯部 貴光      神奈川県リハビリテーション支援センター  
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(２－２) 評価 

１部 ３．９/４．０ 

２部 ３．８/４．０ 

 

 (２－３) アンケート結果（１部） 

１）「知的障害の理解、対応について」 

参考になった        ８０．４％ 

少し参考になった      １９．６％ 

あまり参考にならなかった   ０．０％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

(意見) 

・ご利用者が理解しやすい支援について環境作り・構造化についてとても勉強になりました。 

・基本に忠実であらためて参考になりました。 

・なるほどと思うことがたくさんあり勉強になりました。 

・アセスメントは時間をかけていいものだとあらためて思いました。 

・具体的対応の仕方などもう少しあればよいと思います。 
 

２）「精神障害者の理解、対応について」 

参考になった        ９４．６％ 

少し参考になった        ５．４％ 

あまり参考にならなかった    ０．０％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

(意見) 

・「精神障害のある方の担当になったらどうしよう」と身構えてしまう自分がいます。恐怖 

は無知からくるこという講師のお言葉に、精神障害の理解や対応の仕方を深く学び、対応 

できる自分になりたいと思いました。 

・知ったつもりでいただけで、知らないことだらけということに気づかされました。 

・実体験をもとにした現場の声、専門的なお話を伺えてためになりました。 

・障がい、病の辛さ、服薬と支援者の理解対応がいかに大切か、職員間で共有し利用者が安 

心してグループホームで生活できる環境を作っていきたいです。 

・「症状の悪化と睡眠は相互関係にある」とあって勉強になりました。 

・薬を飲み忘れるということがどんなに大変なことなのか知ることができました。 
 

３）「障害者の権利擁護について」 

参考になった        ７８．９％ 

少し参考になった      １９．２％ 

あまり参考にならなかった    １．９％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

(意見) 

・生活支援場面での権利擁護、正解がないことに挑戦しているとのお話が印象に残りました。 

・日々の支援の中で職員同士の意見交換の大切さを感じました。 

・権利と義務は考えさせられました。組織で取り組み（サポート体制）が大切で難しいと思 

いました。 

 

 

 



- 24 - 

 

（２－４） アンケート結果（2部） 

１）「精神科リハビリテーションの視点から生活支援を考える」 

参考になった        ８４・０％ 

少し参考になった      １２．０％ 

あまり参考にならなかった   ４．０％ 

参考にならなかった       ０．０％ 

(意見) 

・相手の気持ちを理解する方法しっかりと私も理解し、安心できる言葉、コミュニケーション 

をとっていきたいと思いました。 

・支援者が対象者に対してどう接したらいいか勉強になりました。 

・作業療法の方の視点で見た利用者の方やその障害へのとらえ方が参考になりました。 

・介助することはあっても作業に寄り添うという機会はなく、新鮮に思えました。統合失調症 

のことも勉強できてよかったです。 
 

２）「グループディスカッション」 

参考になった        ７２．２％ 

少し参考になった      ２７．８％ 

あまり参考にならなかった   ０．０％ 

参考にならなかった       ０．０％ 

(意見) 

・自分の働いている場だけでなく、こうした横のつながりで他施設の良いところ等を知り、自 

分の職場で生かしていきたい。 

・人手不足、支援員を育てる必要性を感じる。 

・もう少し話し合いたかったと思います。進行役の人がいてくれているのは助かります。 

・いろいろな職種の方から貴重な意見を聞けて新しい発見もありました。 

・他の事業所でも悩みは同じようだと知った。 

・グループホームの世話人の方の抱える悩みがよく分かった。情報共有、支援に関わる孤立感 

がとても身に染みた。 

 

（２－５）「自由意見」（１部・２部） 

・特定の利用者の対応方法について（包括型グループホームは基本日勤１名夜勤１名なので 

正直対応に苦慮している）知りたい。 

・グループホームでの生活は待ったなしであることが皆様のお話から分かり、自分だけでない 

ことに安心しました。研修に参加することで、ちょっと離れたところからホームを見られた 

ように思う。 

・対面、ZOOMと選べる研修で参加しやすかった。 

・オンライン研修は助かります。ぜひ続けてください。 

・いろいろなグループホーム施設での事例等を聞いてみたい。 

・皆様のご苦労はオープンにして多くの人に理解していただくことも必要と考えました。 

・自立支援協議会へ現場の声を届けていただければと思います。 

・相談支援についての話題が少なく、制度理解が追い付いていないのかもしれない。 
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(３－１） 逗子市における地域リハビリテーション連携構築推進研修実施結果 

（別紙 3・4）（資料 1・2） 

１） 実施日、時間 

１部：令和 6年 1月 19日（水）18：00～19：30 

２部：令和 6年 2月 22日（水）18：00～19：45 
 

２） 開催方法 

対面 
 

３） 会場  

   逗子市役所５階会議室 (逗子市逗子 5-2-16) 
 

４） 参加人数 

延べ 46名 

1部：会場参加 27名  

2部：会場参加 19名  
 

５） 実施テーマ 

「地域生活を続けるための視点と提案」 

多職種連携・相談について 
 

６） プログラム及び講師 

１部 

講演  「介護予防・生活期領域におけるフレイル対策」 

     -多職種連携の必要性- 

 平瀬 達哉 氏 神奈川県立保健福祉大学 理学療法士 
 

2 部 

講演１「神奈川県リハビリテーション支援センターの利用について」 

～まずはお電話でお聞きください。一緒に考えましょう。～ 

小川 淳   神奈川県リハビリテーション支援センター 

 ソーシャルワーカー 
 

       講演２ 

            「実際の相談事例より」 

           森田  さき枝 氏 逗子市中部地域包括支援センター 

       グループディスカッション 

司会  

小川 淳 （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

    ファシリテーター 

         磯部 貴光  （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

          有馬 一伸  （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

          小川 淳   （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

 

(３－２) 評価 

        １部 ４．０/４．０ 

         ２部 ３．９/４．０ 
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 (３－３) アンケート結果（1部） 

１） 介護予防・生活領域におけるフレイル対策」～多職種連携の必要性～ 

参考になった       １００．０％ 

少し参考になった        ０．０％ 

あまり参考にならなかった    ０．０％ 

参考にならなかった       ０．０％ 

(意見) 

・まずフレイルについてしっかり理解できた。過去に一番わかりやすかった。今まで「ふあ 

っ」としていたものがクリアになった。通いの場、地域サロン活動の場がいかに大切か再 

確認出来て安心しました。 

・データだけでなく、具体的な取り組みの提示もあり、とてもわかりやすかった。 

・社会とのつながり、身体活動を減らさないことは高齢者には難しい、日々通所していいただ 

ける環境を作りたいと思いました。運動介入の総実施時間が 25時間⇒平日 5分運動⇒15か 

月必要、毎日ラジオ体操、自転車こぎなど取り組みやすいようにみんなで楽しめるように考 

えていきたいと思いました。 

・フレイルの概念がよく理解できた。フレイルの対策として多職種が連携して身体活動をいか 

に促進するかが重要であり、課題だと感じた。（現状連携できていないと感じる） 

後半の具体的な運動方法、老健での取り組みはとても参考になった。 

・不活動と拘縮の関係性は初めて聞きました。利用者の状態と重なりました。 

・フレイル、サルコペニア、ロコモの違いについて解説がとても理解しやすく、多岐にわたり 

勉強になった。 

 

（３－４）アンケート結果（2部） 

１）「神奈川県リハビリテーション支援センターの利用について」 

参考になった        １００．０％ 

少し参考になった        ０．０％ 

あまり参考にならなかった    ０．０％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

（意見） 

・横須賀市で事業所やっていますが、リハビリテーション支援センターの存在も知らなかった 

です。やはり横須賀からは遠いので…と思いましたが、今の時代 ZOOM もできるし、厚木 

までいかなくても相談できるなと思いました。 

・相談するだけ？アドバイスいただくまで使ってみたいのですが、ご迷惑になるのかな？ 

リハ専門職のいない職場で働いているので悩みはつきません。知的障害者の方の社会的なリ 

ハビリテーションという意味での生活の整え方とか、健康管理のしかたなど伺ってみたいで 

す。 

・以前、障がい相談担当の時は知的障害のある方が視覚障害を併発した時の対応について相談 

させていただいたことや、高次脳機能障害の方の支援方法等にも尽力いただきました。高次 

脳機能障害の方フォローについてまたご家族と相談させていただき、再度つながることも可 

能かと希望を持ちました。 

・もっと、気軽に相談してよかったのだと思いました。総合相談の中でも難病？と思われるよ 

うなケースもあるので、まずは相談しようと思います。 
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・神奈川リハ支援センター主催のコミュニケーション支援研修に参加して、訪問での相談支援 

もあることを知った。地域のリハ職のサポート的な役割で今後相談させていただければと思 

います。 
 

２）「実際の相談事例より」 

参考になった        ８９．５％ 

少し参考になった      １０．５％ 

あまり参考にならなかった    ０．０％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

（意見） 

・私も当事者の方から支援中に相談を受けることがあり、答えられないか、また正しいのかど 

うかわからないことが多いです。専門的な相談でなくてもよいのかと少し安心しました。 

・相談のハードルが下がりました。 

・受け持ちの担当者のみが負担になることが多いので相談できることは良いと思う。 

・相談先があるということで、今後の援助の力になると感じた。 

・具体的な相談内容を提示していただいたので、相談する際の目安になりました。 
 

３）「グループディスカッション」 

参考になった         ８９．５％ 

少し参考になった       １０．５％ 

あまり参考にならなかった    ０．０％ 

参考にならなかった        ０．０％ 

（意見） 

・何のためにリハビリをして何をするのか、目的を明確にしていなかったと反省しています。 

・グループで話が出来てよかった。リハビリ担当者との目的等共有できるとよいと思う。 

・遠慮しないで問い合わせていきたい。 

・様々な職種の方がいたので、多くの話を聞くことができた。包括的な視点では早めに「あや

しい」と思った方は相談につないだ方が良いのだとつくづく感じた。 

・地域にあるもの、ないものが聞けました。 

・他の地域の事例をいろいろ聞くことが出来ました。 

 

（３－５）「自由意見」（１部・２部） 

・色々な職種の方から講演を今後お願いいたします。リハビリテーション支援センターの管理 

栄養士の方のお話も機会がありましたらお願いいたします。 

・多職種連携の重要性と難しさを日々感じていますが、少しずつでも進んで行ったらよいと思 

います。 

・逗子市で今後実践できるような多職種連携のネットワークや会議のあり方の指南に期待して 

います。ヒントをいただき、実際の開催につなげたいと思いました。 

・フレイルの重要性が理解できた。認知症のことばかりになっていると思っていたところだっ 

たので、研修会に参加して幅広く考えることが必要だと思えました。 
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別紙１ 

  

令和 5年度神奈川県地域リハビリテーション連携構築推進事業 

神奈川県地域リハビリテーション連携構築研修  

 

秦野市編 

 

１．基本方針（趣旨） 

  厚生労働省より障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることが出来る地域共生社会を提起 

しています。そのなかで障害福祉分野のなかの施設からの退所、病院からの退院先の生活の場と 

して共同生活援助（グループホーム）を居宅生活にむけて支援等の明確化を令和６年の障害者総 

合支援法改正の一部としています。 

また「社会保障審議会：障害者部会報告書（令和４年６月１３日）抜粋」に障害者の居宅支援 

について（１）現状・課題 グループホームについては近年、障害福祉サービスの実績や経験が 

少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されな 

いといった支援の質の低下が懸念される‥と指摘されています。 

 

  令和５年１月、２月の２回、秦野市のグループホーム従事者向けに相互のネットワーク構築と、

リハビリテーション介入と多職種連携を目的に研修会を行いました。グループホームにリハ職を導 

入する意義やリハビリテーション職介入による効果、リハビリテーション職との連携、また行政 

から市内のグループホームをとりまく現状の報告などを関係者で共有できました。結果、秦野市 

内でグループホームのネットワーク連絡会などが開催されるに至りました。 

  グループホーム従事者の方から、障害の理解や対人支援の方法、高齢化対策など一般的、基礎 

的な知識を求める声が聞かれています。また昨年にも増して秦野市のグループホーム設立数は増 

加しており、人材育成は必要と考えます。一方で長期にわたるグループホームでの生活を維持す 

ることが利用者の安心や施設の経営など双方に有益と言えます。住み慣れた地域でできる限り長 

期間にわたり生活を続けていくことは地域リハビリテーションの考え方の中心であり、その担い 

手の方々にリハビリテーションの視点から障害の理解や高齢化対策、支援の知識をお伝えするこ 

とはグループホームの人材育成のみならず、地域内での多職種での連携構築にもつながると考え 

ます。 

 

期待できる効果として 

①  知的障害、精神障害など基礎的な障害の理解と対応の方法を知ることにより、グループホ 

ーム従事者の人材育成に寄与することができる。 
 

②  障害理解を行ったうえで、高齢化について理解することにより、利用者が少しでも長く同 

じ地域内のグループホームで生活することができる。 
 

③  障害者の加齢や機能低下を見据えた知見を深めることができる。 
 

④  グループホームのみならず、リハビリテーション視点での障害者支援の知見を深めること 

ができる。 
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２．開催概要 

テーマ 「グループホームでの生活を長く続けるために」 
 

（１）開催日時  

令和 5年 8月 22日（火）13:00～15:30頃 

令和 5年 8月 29日（火）13:00～15:30頃 
 

（２）受講者数、および受講対象 

ア.受講者数 １回あたり８０名程度 一日目はオンライン併用で 100名程度 

イ.受講対象 市内グループホーム関係者、および秦野市内の障害福祉、介護保険関係者（職種、

資格問わず）、訪問リハビリテーション関係者等 
 

（３）受講料 

無料 
 

（４）会場 秦野市本町公民館 多目的ホール（秦野市入船町 12-2） 
 

（５）後援・協力団体 

秦野市、秦野市障害福祉課、常成福祉会 

秦野市障害者地域生活支援推進機構：ぱれっと・はだの等 

 

３．研修内容（プログラム） 

第一部「より良い支援につながる障害の理解」 

＊はじめに 今回の研修に至った経過の説明 

地域リハビリテーション支援センター：小川淳 
 

（１）知的障害の理解、対応について       七沢学園 川嶋 志織氏 
 

（２）精神障害の理解と対応について       厚木看護専門学校 五十嵐一美氏 
 

（３）障害者の権利擁護について         秦野市障害者権利擁護センター 

 ライツはだの 阿部 泰氏 
                      

（４）質疑応答 

 

 

第二部「より長くグループホームの生活を続けるためにリハビリテーションの活用」 
 

（１）高齢化に伴うからだの機能低下を考える 

神奈川県立保健福祉大学 助教授 作業療法士 杉村 直哉氏 
 

（２）意見交換、グループディスカッション 
 

（３）講評、質疑応答 

 

（４）終わりのあいさつ 
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別紙２ 
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別紙３ 

令和５年度神奈川県リハビリテーション支援センター連携構築推進事業 

神奈川県リハビリテーション支援センター連携構築研修 

 

逗子市編 

 

１．基本方針(趣旨) 

   介護保険の要支援者、非該当者の方を支援する方々にとってフレイル対策、介護予防、サルコ 

ペニア、ロコモティブシンドローム等の正しい知識が必要です。それらは利用者の生活の質の向 

上にもつながります。一方で、高齢、複合重度障がい者などの相談方法、課題解決方法の知識、 

リハビリテーションセンターの利用の方法を共有することで逗子市、葉山町との地域リハビリテ 

ーション支援センターとの連携、逗子、葉山地区内での多職種連携につながるものと考えます。 

 

  期待できる効果として 

① フレイル対策、介護予防、サルコペニア、ロコモティブシンドローム等の正しい知識を共 

有することにより、介護保険要支援者、介護保険非該当者などの軽度者にたいしてのリハ 

ビリテーション効果を共有することでき、予防、生活の質の向上につながる。 
 

② 重度障害者、高齢の特殊な疾患、難病、視覚障害、また補装具の知識など、地域内では解 

決が難しい障害のリハビリテーションの相談の方法、解決のきっかけを知ることができ、 

地域内で課題解決ができるようになる。 
 

③ 市内の介護保険、障がい福祉、訪問看護ステーション、保健所や行政職のネットワークの 

連携を推し進めることができる。 

 

２．開催概要 

（１）テーマ「地域生活を続けるための視点と提案」 
 

（２）開催日時 

   第一部 令和６年１月１９日（金）１８：００～１９：３０ 

   第二部 令和６年２月２２日（木）１８：００～１９：４５ 
 

（３）受講者、および受講対象 

  ア）受講者数 １回あたり６０名 

  イ）対象 市内介護保険、障害福祉事業所、訪問看護、保健福祉事務所、行政機関の方  々
 

（４）受講料 無料 
 

（５）会場 逗子市役所 5階会議室  （逗子市逗子５－２－１６） 
 

（６）協力団体 

      逗子市福祉部社会福祉課 地域共生係、Zケアネット 

 

３．研修内容（プログラム） 

１部「介護予防・生活期領域におけるフレイル対策」 

  -多職種連携の必要性- 

 平瀬 達哉 氏  神奈川県立保健福祉大学 理学療法士 

         

２部 講演１ 
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「神奈川県リハビリテーション支援センターの利用について」 

～まずはお電話でお聞きください。一緒に考えましょう。～ 

小川 淳   神奈川県リハビリテーション支援センター ソーシャルワーカー 

     講演２ 

       「実際の相談事例より」 

        森田  さき枝 氏  逗子市中部地域包括支援センター 

     グループディスカッション（＊会場参加者のみ） 

 司会  

小川 淳 （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

 ファシリテーター 

    磯部 貴光  （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

    有馬 一伸  （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

    小川 淳   （神奈川県リハビリテーション支援センター） 

 質疑応答 
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別紙４ 

 逗子市編案内 
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資料２  秦野市編１部講義資料 

 

「知的障害者の理解、対応について」 

七沢学園 

川嶋 志織 氏 
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「精神障害者の理解、対応につて」 

 厚木看護専門学校 

 五十嵐 一美 氏 
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「障害者の権利擁護について」 

秦野市障害者権利擁護センター ライツはだの 

阿部 泰 氏 
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資料３  秦野市編 2部講義資料 

 

「精神科リハビリテーションの視点から生活支援を考える」 

神奈川保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科 作業療法士 

杉村 直哉 氏 
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資料４  逗子市編 1部講義資料 

「介護予防・生活期領域におけるフレイル対策」 

 神奈川県立保健福祉大学 

リハビリテーション学科 理学療法専攻 

 平瀬 達哉 氏 
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資料５  逗子市編２部講義資料 

「介護予防・生活期領域におけるフレイル対策」 

 神奈川県リハビリテーション支援センター 

ソーシャルワーカー 

 小川 淳 
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「実際の相談事例より」 

逗子市中部地域包括支援センター 

 森田 ささ枝 氏 
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高次脳機能障害支援普及事業 
障害者総合支援法に基づく高次脳機能障がい者の支援拠点機関として高次脳機能障害支援普及事業

を行っている。 

 

1．拠点機関の支援内容の概要 
地域リハビリテーション支援センターでは、神奈川県からの事業委託仕様書に基づき、相談支援

事業（相談支援（相談件数 500 件、新規相談は 200 件を想定）・巡回相談（年 15 回以上））、普及啓

発事業（相談支援体制連携調整委員会（年 1回）、普及啓発事業（年 1回以上））、研修事業（年 1回

以上）、支援ネットワーク連絡会（年 2 回以上）、事例検討会等（年 3 回以上）を実施した。また、

自立支援協議会との連携（県、圏域調整会議、圏域）、政令市との情報交換会、全国支援コーディ

ネーター会議や関東甲信越ブロック・東京ブロック合同会議への参加、家族会との協働等を行った。 

 

２．コーディネーター等の配置状況 （表２-P4） 

神奈川県総合リハビリテーション事業団地域リハビリテーション支援センターに地域支援室と高

次脳機能障害支援室が設置されている。高次脳機能障害支援室は、室長（リハビリテーション科

医）、室員（心理科、職能科、支援コーディネーター）で構成され、企画や運営を担っている。 

支援コーディネーターは、事業の企画・運営に伴う職務に関与しながら、神奈川リハ病院兼務と

なり、地域生活者への個別支援、地域事業所支援、地域内の連携構築などのアウトリーチ活動や、

神奈川リハ病院の総合相談室員として「通院プログラム」等の外来利用者の支援などを担っている。

また、心理判定員は高次脳機能障害の診断評価に必要とされる神経心理学評価等を行っており、職

業指導員は職能評価、就労相談等を行っている。 

 

３．相談支援事業 

「相談に対する保健福祉圏域別の件数」が相談実数となる。新規相談件数はコロナ禍前の数に近

づいており、「本人・家族」、「地域相談窓口」の割合が増加したほか、「医療機関」からの相談割合

は例年並みであった。障害別では、昨年度同様「脳卒中」の割合が高くなっている。連絡調整機関

では「相談支援」が増加している一方、「障害福祉サービス」が減少しており、地域で相談を受け

る体制が構築されていることが推察される。圏域別対応件数では、湘南東部在住者の相談件数の割

合が増加していた。 

（１） 個別相談（表 10・表 11・表 12・表 13・表 14（ ）内 R4） 

表 10 新規相談依頼元の相談件数 （ ）内 R4        

区  件数 構成比 

本 ・家族     94 (68） 41.9% 

医療機関（ 来含む）     75 (60） 33.3% 

地域相談窓口     36 (23） 16.0% 

介護 険関係機関     10  (8） 4.4% 

市町村      4 （2） 1.8% 

障害者施設      3  (6） 1.3% 

家族会      0 （1） 0.0% 

その他      3 (2）  1.3% 

合計 225（170） 100.0%  
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表 11 相談内容別の相談件数（重複）（ ）内 R4 

区  件数 構成比 

生活課題への対応 884  (695) 26.6% 

 済・制度利用 592  (568) 17.8% 

就労・教育等 432  (263) 13.0% 

リハ訓練 

（通プロ含） 
400  (210) 12.0% 

家族支援 371  (265) 11.1% 

福祉サービス・ 

社会資源 
371  (264) 11.1% 

医療 239  (233) 7.2% 

補装具 16    (3) 0.5% 

医療機関紹介 12    (9) 0.4% 

看護・介護方法 1    (0) 0.0% 

住宅改修 1    (0) 0.0% 

福祉機器・用具 0    (0) 0.0% 

その他 10    (3) 0.3% 

合計 3329  (2513) 100.0% 

 

表 12 新規障害別の相談件数 （ ）内 R4 

区  件数 構成比 

脳卒中 102   (83) 45.4% 

成   性脳損  72    53) 32.0% 

小児脳損  10    (8) 4.4% 

神    1    (0) 0.4% 

脊損・頚損 0    (0) 0.0% 

骨・関節疾患 0    (0) 0.0% 

   3    (3) 1.3% 

その他 

（ 酸素脳 等） 
37   (23) 13.5% 

合計 225  (170) 100.0% 
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表 13 連絡調整機関別の件数 （ ）内 R4 

区分 件数 構成比 

相談支援 
137

（117） 
46.3% 

障害福祉サービス 58 (108） 19.6% 

医療機関 37 （47） 12.5% 

行政機関 24  （9） 8.1% 

介護 険 15  （6） 5.1% 

就労支援 8  （7） 2.7% 

教育機関 0  （0） 0.0% 

その他 17 （15） 5.7% 

合計 296（319） 100.0% 

 

表 14 相談に対する保健福祉圏域別の件数 （ ）内 R4 

区  件数 構成比 

横浜 62  (48)  13.1% 

川崎 22  (20)  4.6% 

相模  54  (51)  11.4% 

県央 95  (83)  20.0% 

湘南東 72  (40)  15.2% 

湘南西 61  (57)  12.8% 

横三 38  (54)  8.0% 

県西 30  (27)  6.3% 

県  38  (44)  8.0% 

   3   (1)  0.6% 

合計 475 (425)  100.0% 

 

（２）巡回相談 

巡回相談（当事者家族会）は５か所へ、延べ５０回実施した。延べ参加者は当事者２３１名、   

家族２０５名であった。専門相談は１１件であった。基本的には対面開催で実施したが、一部リ

モート開催を行った地域もあった。毎回参加していただく方に加えて新たに参加される方もお

り、当事者・家族同士のピアカウンセリング、相談場所としての認識が広がっている。また、当

事者・家族会に合わせて専門相談を実施し、地域の支援者にも同席をしていただくことで、高次

脳機能障害者支援のポイントや社会資源の情報共有に繋がり、身近な地域で相談を受けられる体

制作りの一助となっている。 
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① 相模原（ぷらす☆かわせみ）：第 1土曜日 

   １２回（当事者 146名、家族 61名、支援者 48名） 内専門相談４件 
 

当事者会と家族会をそれぞれ別室で開催している、定期的に新規の参加者がいる。双方

とも、受傷経過の長い方がご自身の経験や対応を話すことで、新規参加者への助言になっ

ており、ピアサポートの体系が構築されている。また、会の後に当事者・家族同士で情報

交換を行ったり、支援者に相談したりする雰囲気ができており、有益な場になっている。 

 

② 藤沢（チャレンジⅡ）：第１・3水曜日 13時から 14時 30分 

   １６回（当事者 54名、家族 27名、支援者 64名）  
 
    隔週で当事者会（第 1水曜日）と家族会（第 3水曜日）が開催されている。基本的にはフリー

トークだが、当事者会ではレクリエーション活動等を行い、家族会では勉強会や施設見学等を

行い情報収集や交流の場になっている。 

 

③ 小田原（おだわら障害者総合相談センター）：第 1金曜日 

   ９回（当事者 16名、家族 40名、支援者 18名） 内専門相談３件 
 

ナナの会会員が中心であり、受傷発症からの経過年数が長い参加者が多く、新規参加者

に経験に基づいた対応方法等の助言を行っている。また、参加している当事者・家族も生

活課題等が変化する中で、今年度は後見制度の勉強会や相続等についての情報交換を行っ

た。来年度からは対象者を県西全域に拡大していく予定である。 

 

④ 大和（大和市障害者自立支援センター）：第 2水曜日 

  １１回（当事者 2名、家族 77名、支援者 27名） 内専門相談４件 
 

大和市障害者自立支援センターを会場に、ナナの会会員にも参加いただき開催している。平

均すると７名前後のメンバーで開催することが多かったが、新規参加者がいる会では家族同士

での意見交換が行われピアポートの場となっている。また、受傷後の経過が長い方がグループ

ホーム等の施設利用に至り、将来的な選択肢として情報交換を行う様子も見られた。 

 

⑤ NPO法人高次脳機能障害友の会ナナ会 就労を考える会（スペースナナ）：年 2回土曜日 

     ２回（当事者 13名、支援者 4名） 
 

ナナの会当事者の中で就労している方、就労を考えている方が参加している。近況や就労状

況、就労や日常生活での課題等を報告したり、意見交換を行ったりしている。１４年継続して

おり、古参メンバーは年２回集まることを楽しみにしている。グループホームや親亡き後の生

活等の話題が出ている。 

 

４．普及啓発事業（地域支援と連携） 
（１）自立支援協議会 

障害者自立支援法により、障害福祉サービスの実施主体が市町村に一元化されたが、市町村、

県、国がそれぞれの役割を分担するだけではなく、障害者等の地域生活を支えるため、市町村と

県との重層的な支援体制を構築することが重要であり、神奈川県は本県独自の取り組みとして、

市町村の地域自立支援協議会と県全体の自立支援協議会に加え、複数の市町村にまたがる５つの

障害保健福祉圏域に圏域自立支援協議会を設置した。各障害保健福祉圏域における相談支援等ネ

ットワーク、人材育成等について、市町村協議会へのコンサルテーション等を通じて重層的な相

談体制を構築している。 
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１）高次脳機能障害者支援機関としての自立支援協議会 

県下圏域の自立支援協議会に参画し、地域の支援機関と連携をしながら高次脳機能障害者の個 

別の相談やサービス利用へのコーディネートをはかるとともに、関係機関との地域支援ネットワ 

ークの構築を担うものである。また、行政への福祉計画への参画といった側面もあり重要と位置 

づけている。 

   地域リハビリテーション支援活動として、神奈川県障害者自立支援協議会及び障害者保健福祉 

圏域自立支援協議会に参加している。 

   実績は、P12「(２) 地域医療介護連携会議等への参加」に示している。 

 

（２）神奈川県障害保健福祉圏域事業調整会議 

政令都市である横浜、川崎、相模原を除く５圏域で相談支援等ネットワーク形成事業を受託し 

実施しているのが「障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター」である。 

圏域の事業を円滑に実施するにあたり連絡調整の場として、また地域の課題を吸い上げ、県レ 

ベルの自立支援協議会に議題提案するための調整の場として県障害福祉課や関係各機関出席のも

と神奈川県保健福祉圏域事業調整会議が開催されている。地域リハビリテーション支援関連活動

として、参加している。 

   実績は、P12「(２) 地域医療介護連携会議等への参加」に示している。 

 

（３）神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会（表 14） 

高次脳機能障がい者に関する地域支援ネットワークの充実を図るため、神奈川県高次脳機能

障害相談支援体制連携調整委員会を開催した。 
・日時：令和 6年 2月 9日（木）15:00～17:00 

・場所 帆船日本丸（横浜市みなとみらい） 

以下議題 

① 神奈川県の高次脳機能障害者支援の取り組み状況について 

神奈川県の取り組みについて・・・・神奈川県障害福祉課 

支援拠点機関の取り組みについて・・神奈川県総合リハビリテーションセンター 

② 政令指定都市等における高次脳機能障害者の支援状況について 

横浜市の取り組みと動向・・・・・・横浜市総合リハビリテーションセンター 

川崎市の取り組みと動向・・・・・・川崎市北部リハビリテーションセンター 

相模原市の取り組みと動向・・・・・相模原市高齢・障害者福祉課 

当事者団体の取り組みと動向・・・・NPO法人高次脳機能障害友の会ナナ 

③ 意見交換 

神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会について 

高次脳機能障害支援体制の今後の方向性について 

その他 
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表 15 委員会の構成員 

 

（４）県民を対象とした普及啓発研修 

     高次脳機能障害及びその支援について、理解を促進するためのセミナーを開催した。 

    「高次脳機能障がいセミナー 理解編」 

     詳細は、「６．研修事業」に示す。 

 

（５）政令指定都市（横浜市・川崎市・相模原市）との連携 

    高次脳機能障害支援普及事業は全県域を対象としているが、横浜市、川崎市、相模原市の政

令指定都市は独自の高次脳機能障害支援事業を展開している。各市リハビリテーションセンタ

ー等が核となり、相談、生活訓練、就労支援などの実績を積んでいるが、県内の高次脳機能障

害者への支援に漏れがないように、また地域情報や資源などを共有しながら相談のシステム化

を図っていくために平成２０年より県・横浜市・川崎市の高次脳機能障害支援機関連絡会年２

回実施している。平成２２年より相模原市が加わった。 

    参加機関・施設 

     横浜市総合リハビリテーションセンター 

     川崎市北部リハビリテーションセンター 

     川崎市中部リハビリテーションセンター 

     川崎市南部リハビリテーションセンター 

     れいんぼう川崎 

     高次脳機能障害地域活動支援センター 

     相模原市高齢・障害者福祉課障害福祉班 

     かわせみ会 

     神奈川県総合リハビリテーションセンター 

     神奈川県障害福祉課 

 

区 分 所    属 

学識経験者 関東学院大学社会学部 

県の機関 
健康医療局保健医療部県立病院課、福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 
精神保健福祉センター、総合療育相談センター 

横浜市 横浜市総合リハビリテーションセンター 

川崎市 北部リハビリテーションセンター 

相模原市 健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・障害者福祉課 

当事者団体 NPO法人高次脳機能障害友の会ナナ 

作業部会 神奈川県高次脳機能障害ネットワーク連絡会 

職域団体 
専門支援機関等 

神奈川県障害者職業センター、医療ソーシャルワーカー協会、 
かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク、 
神奈川県障害者自立支援協議会（愛名やまゆり園） 

リハセンター 地域リハビリテーション支援センター所長ほか 2名 

計 17名 
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（６）相談支援事業所との連携 

    拠点機関である地域リハビリテーション支援センターと、生活の基盤となる機関が密な連携

をとることで切れ目のない支援の展開を目指すことが出来る。また、ともに支援に取り組んで

いくことは、専門機関として支援技術の伝達とともに、支援の地域格差が起こらないような取

り組みが必要されているためである。そして、高次脳機能障害者がどこに相談に行っても必要

な医療、福祉サービスや制度の活用につながることができるように、支援者側はネットワーク

を持つことが重要である。 

平塚市の委託相談支援事業所「ほっとステーション平塚」で高次脳機能障害家族相談会、鎌

倉市機関相談支援センターと協力して意見交換会を実施した。 

 

（７）就労支援機関との連携 

    県内には、病院リハ部門に職業リハを担当する職能科がある神奈川県リハビリテーション病

院、公共職業安定所、神奈川県障害者職業センター、障害者雇用促進センター、障害者就業・

生活支援センター、地域就労援助センター等の複数の就労支援機関がある。 

    医学的リハの段階からジョブコーチ活用や職場定着のプロセスにいたるまで、就労支援の流

れをそれぞれの専門機関が連携して繋げていくことは重要であり、ネットワークは欠かせない。 

    「高次脳機能障がいセミナー 就労支援編」を１回開催した。（６．研修事業参照） 

 

（８）家族会との連携 

    共同事業所を神奈川県総合リハビリテーション事業団内に設置し、運営を「非営利活動法人

高次脳機能障害友の会ナナ」（旧「非営利活動法人脳外傷友の会ナナ」）の協力をへて、ピアサ

ポートなどを行っている。 

ナナの会と共催及び協力し３回の講習会を開催した。 

 

５．研修事業（表 16･17･18･19･別紙 5･6･7･8） 

 

 （１） 研修会の開催 

高次脳機能障がいへの普及啓発を目的としたセミナーを 4 回実施した。全て対面にて実施した。

各セミナーの研修受講対象者、内容、実施日、内容、講師等については以下の表 16･17･18のとお

りであった。 

アンケートに記載されていた、ご意見の抜粋を表 18に示す。 
 

表 16 研修会の受講対象者 

研修名 対象者 

高次脳機能障がいセミナー ～理解編～ 限定無し 

高次脳機能障がいセミナー ～小児編～ 医療・福祉・職業・行政等の分野で障害福祉にかかわっている職員等 

高次脳機能障がいセミナー ～実務編～ 医療・福祉・職業・行政等の分野で障害福祉にかかわっている職員等 

高次脳機能障がいセミナー ～就労支援編～ ＭＳＷ，ＰＳＷ，相談支援従事者、ハローワーク等の職員等 
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表 17 高次脳機能障がいセミナーの受講人数等 

No   名 開催      講者数 開催 所   /4 

1 高 脳機 障  セミ ー   編 Ｒ5/7/8   30 30   商工  所 3.8 

2 高 脳機 障  セミ ー   編 R5/8/26   100  65 県 合医療 館 3.9 

3 高 脳機 障  セミ ー  務編 Ｒ5/12/9   40 46 プロミ ィ    3.8 

4 高 脳機 障  セミ ー   支援編 R6/1/20   40 27  沢商工  所 3.8 

        210 174  3.8 

 

表 18 高次脳機能障がいセミナー―講演名、講演者等 

  名 開催  講演内容 講師名  種 所属 

高 脳機  

障  セミ ー 

  編 

7  8  （ ） 

  脳損傷の   吉橋   医師 神 川リハ   

将来の      据  

“  ”   る 
林  子 臨床心   神 川リハ   

生 の   向      春  看護師 神 川リハ   

   向   高橋 涼子 教  
  支援   

    級 

外 の   向   清水 里美  業療   
地域リハ支援 
センター 

     向 た  ー   澤 若菜  ーシ   ー ー 神 川リハ   

高 脳機  

障  セミ ー 

  編 

8  26  （ ） 

高 脳機 障     寺島 咲稀 医師 神 川リハ   

高 脳機 障   の   湯浅 良介  業療   神 川リハ   

高 脳機 障    る の 

気持     る 
山岸   子 臨床心   神 川リハ   

退 後の生  支 る 永井 喜子 
高 脳機 障害 

支援コー ィ ーター 
神 川リハ   

高 脳機  

障  セミ ー 

 務編 

12  9  （ ） 

   高 脳機 障   青   陽 医師 神 川リハ   

心 的 プロー  永山   子 公 心 師 神 川リハ   

   の プロー  

～      据  ：ＰＴ～ 
岡部       療   神 川リハ   

   の プロー  

～      据  ：OＴ～ 
對  泰雄  業療   神 川リハ   

   の プロー  
～仕事の前  るべ   ～ 

   育美  業指導  神 川リハ   

          の 
～コー ィ ーター   支援～ 

   健太  ーシ   ー ー 神 川リハ   

高 脳機  

障  セミ ー 

  支援編 

1  20  （ ） 

高 脳機 障  の 

  支援  ン  
   健太  ーシ   ー ー 神 川リハ   

神 川リハ リ ーション   
   の     

露  拓将  業療   神 川リハ   

事 検討  

     

平  美夏子 相談  

 沢市高 脳機

 障  者相談

支援事業所  

  ン Ⅱ 

 川 菜江子 
高 脳機 障害 

支援コー ィ ーター 
神 川リハ   
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高 脳機  

障  セミ ー 

  支援編 

1  20  （ ） 

事 検討  

 林 國明  業指導  神 川リハ   

露  拓将  業療   神 川リハ   

 子 寿   業療   神 川リハ   

   健太  ーシ   ー ー 神 川リハ   

相談支援・  支援機関の 

     

平  美夏子 相談支援  

 沢市高 脳機

 障  者相談

支援事業所  

  ン Ⅱ 

 川 菜江子 センター  

湘南地域  援

 センター 湘南

障  者 業・

生 支援センタ

ー 

 

表 19 各セミナーアンケート ご意見（抜粋） 

高次脳機能障がいセミナー 「理解編」 

「高次脳機能障がいと 」について 

・今の状態で先のことを考えても答え  にくいことや短期目標の積み重ねが参考になった  

・このようなセミナーがあるの 知らなかった為、 部での研修があり大変良かったと思います  

・ 復が実感できず悲 的な発言が多いので、今 の講義を参考にして粘り強く支援していきたいと思います  

・リハビリを支援するにあたってス  テ ーを支援者側の 間も持って関わることが大切だと感じた どのタイミングで、

どんな関りを持つかなどチームで共有や対 、対応方法のカー を増やせて行けたらと思いました  

・あらためて 状、 過を整理することができました   に合わせた工夫、目標設定を日ごろから心がけていきたいと思い

ました  

・一度学んだことでも、繰り返し学ぶことで、また違った気づきや対応の方法が見いだせます 大変理解しやすい内容でし

た  

・具体的な事例や実践されている対応方法などをご説 くださり、大変勉強になりました 若 層と中高 層で、  疾患に

傾向の違いがあるということ 、非常に興味深いです  

「高次脳機能障がいへの対応」について 

・支援していると、比較的ネガティブ（できないこと）に話がいきがちでした その当事者さんとのコミュ ケーションに 

悩んでいましたので「共感する」「寄り添う」に再度意識して、もう少しポ ティブな語りかけをしたいと思いました  

・ 醒を安定さえるために姿勢をただすという部 が興味深かったので、実際の場で取り入れてみたいと思います  

・ケースを用いた説 が、今まで関わった患者さんの場面を思い させて、そういった対応があったかと参考になりました  

・ケースを多くうかがう事ができとても かりやすかったです 多方面からのアプローチ、継続していくことの重要性を感じ

ました 周囲の理解（特に情報共有）についての取り組みついても知りたいです  

・具体的な事例を用いての説 があり、理解しやすい内容でした 患者の方の趣味・趣向にまで着目し、少しでもその方が取

り組みやすいように工夫されていることがよくわかりました  

・ケースの方の情報 集から支援の流れとまとめがなされていて学びになった  

・できればビデオでない方が良かった  

「高次脳機能障がいがある方の気持ちを理解する」について 

・もし可能であれば当事者さんのご意見を聞いてみたい  

・高次脳機能障害の特徴をたとえ話を用いて説 してくれてとても かりやすく理解が深まりました  

・ご家族への認識の手助けとなる解説のお手本にしたいと思いました  

・「患者様と支援者のかけ し」という言葉が印象的でした ピザ、照 の なし、とても かりやすかったです 障害につ

いてご説 する時、ぜひ本日の講義を思い して活用させていただきます  
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「退院 の生活を支える」について 

・制度面等再確認 来て良かったです 今 参考にさせていただきます  

・生活が安定すると気持ちが落ち着き穏やかに過ごせる事を知った そのために  かりやすく指示する事が大事と知った  

・一定スタイル（ルーティン）＝安心、 かっているようで、日頃の支援 で そこまで重要にとらえていませんでした 安

定した生活のため、今 余裕のあるルーティンを心がけたいと思いました  

・本 だけでなく、ご家族の負担やス レスもあることを忘れて ならないと改めて思った  

・程度・段階に応じた支援・対応の概念 とても大切だと思いました 計画書作成（課題整理総括表）に役立てたい  

 その他       の   ・     

・最 の質疑応答が具体的で良かった  

・高次脳機能障害の当事者の方の今までのエピソー を講演してほしい （良かったこと、乗り越えたこと、成功したこと、

苦労したことなど ） 

・WEBでの参加も選択できるようにしていただけると参加しやすくなると思います  

・高次脳機能障害の方との関り方、特にその方その方にそれぞれで対応が変わってくること 時間をかけて関わっていくこと

を新たに学びました  

・高齢施設で 介護職員等、認知 も高次脳機能障害も、すべて一緒の扱いになっている もっとこの障がいについて、みん

なに認知してもらうよう努 したい  

・当事者のいら立ちや 安な様子の理由と具体的な対応の仕方等、うかがうことができて大変勉強になりました  

・家族として参考になりました 皆さんがこんなに考えて支援してくださってくれていること 、ありがたいです  

・高次脳機能障害を発 したが、運転再開希望の方が最近多いです このあたりのルールや再開に向けての順序、入院中の方

への かりやすい説 などをテーマに開いていただきますと幸いです  

高次脳機能障がいセミナー 「小児編」 

「小児脳損 の理解」について 

・    く   た 統計 用        た  

・抗    薬  る機            た   モ        性   た  

・ 脳の可逆性    興味の る内容    の支援の    強く    た  

・損傷後       順 追    説明  く      ー  持     く       た  

「将来の社会参加を見据え“いま”を考える」について 

・           性   支援 違         た  

・      の生 （  ）の  他の子 の違   慮 べ 具 的         た     ひ  ひ  の工夫      

        示    別  慮 教   有 た      た  

・   の 合  人 違    リハ 終 る  ぐ  の  生  戻         成    た            た 

高 脳機 障害   る  の       乏  た     る   最     周 の   深    た      た  

・      支援   る内容  有  る    く 再確   た      た 神経心  の       障     最 

位の    る           た        

「生活の自立に向けて」について 

・      想像   た    看護師  の関  医療    専門      モ     支援    く   る     

強く印  残   た  

・   家族の   信 関 のベー      そ      た  

・   ィ  ィード   の  性       た 看護師     の      事    た  

「   の自立に向けて 」について 

・ 際の  経      ・  のた        ー        の  性     た  

・本人の    （  洞察）の変        尊    ラ    た結果      た  

・   ふ  たく  の時   直  工夫       る        く   驚   た  

・障  の   合   目標 持    明           リ   る       たる支援         目   

 く  性      た  
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「進学に向けて」について 

・具 的 事       た  具 的    の支援   事   介  る 良  た     

・  の生    る      教育    不可   の       様  択      者の    性      合 

    る     るの      た  

・  後  の子 た の復 ・  の         た              た  

・  任の 生 高 脳機 障害   る  ・  の難     る        た               手く  る   

 る    の    る  知 た      た  

「社会参加に向けたサポー 」について 

・ 家族の気持       寄 添         の障      る事   難       る         た  

・  目の  支援         た 青      た の    の   想像 る    来る    た     家族の

         た  

・地域    た後の     ー  る    る        た    その地域  の  ー  る機関 の  MSW     

  る機          た 家族  良  源  改  気付     た  

 その他       の   ・     

・数 前    の高 脳機 障害      た        た           伺 た       た    少   

の         たく         

・     巻く人的環境の  の  性 再     た  

・  高 脳機 障害のセミ ー 少 く た            の                  く           

  ざ      可        ラー     た     人的  そのた の  費 高く                 

・  種の支援の具 的 様子      た  

・  のセミ ー    高 脳機 障害 の   深  た       た       の将来の    のた     の高 

脳機 障害 の      深       強く        

高次脳機能障がいセミナー 「就労編」 

「高次脳機能障がいの就労支援のポイン 」について 

・     傷 手   雇用保 の 用関 の ラ ド      く 再確  る       た  

・高 脳機 障害の  接 る時    支援               の   る時 の  そ   の      た  確

  る機           た  

・ピラミ ド  の説明         く    支援    る    る    る             た  

・症      く 周  働   るリ ー    た   問           事     る    視         た  

・     る   生 の不       る部     の      勉強 るべ   ン       た  

「神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 院 職能科の取り組み」について 

・家族の QOL  問 ・       る の    再   る       た 具 的 事  説明   た         た

    

・事     保 関  申請関 の    訓練 施設 の絡            た    

・神 川県 域の      た    相談  る   知   た  

・ の      高 脳機 障害   た 働 る       葉    心 響   た   の         く     

  気付     た  

・ 事者 の関   くた の プロー                た  

「 例検討会」について 

・  準備     る の支援    たの  生      のプランニング 勉強     た  

・  種          再   た  

・ 問  形式 運営 タ  の   変        問  為         強   るの  ぜひ   く     

・ 種   視  違    様     得る     た  後の 務 視  広げる（     視   く   ）        

 た  
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「相談支援・就労支援機関の取り組み」について 

・       た  その事業所  の         の   運営    るの   礎知 の 示  る          

     

・そ ぞ の機関の く   く     た  

・ 業・生 支援センター    の知     たの 勉強     た  

 その他       の   ・     

・高 脳機 障害    た  支援  途障害      支援の難           本人・家族    く支援者     深

   く  の  性     た 事 検討   た      た  た     

・ 事者      本人                数 少         の   プ 時               の

       た  

・企業 の     ：（ 沢）商工  所          企業の  講師     の      医療機関    企業    

    の     教   た  る 幸     

・グ ープ ー   ァシリ ーター    く   た  げ  事 検討時のプ  シ ー 減   た  

高次脳機能障がいセミナー 「実務編」 

    高 脳機 障        

・      の気づ     臨床  そ     る    るの  その介    知         た  

・        く 事 の 介    説明 た             た  高 脳機 障害  くの 子 絡  合障害  

   様性 高        改  確  る        障害 知    の   コン ロー  る    ざ  リハ リ ーシ

ョン その具   向 た工夫     た生 の構 のた           る機      た  

・高 脳機 障害   た          知る        介   ー                     た  

・高 脳機 障害    改  知る       た    成育歴 家族   環境    変   くる      知  支援  

                 た  

・内容         く ・最後の事  ンタ ュー            た  

・気づ の    改      た  たそ    る  プログラム    プロー の仕        た    た  

 心 的 プロー       

・心 検査     た                  た  

・具 的      知      た 細  プログラムの内容    く そ   得た結  明記    る           

 た  

・リハ リ ーション   る心  の    具 的   く   プロー       く説明   た      深    た 客 

的心 検査    SST の 際          の支援    る内容 たく               た  

・心   の関心   たの     臨床 の精神的 様子 生  の困難  そ    る ウンセラーの     ー    具

 的   た    た  の     向 合 るの  その   諭   知 た   

・   の難易 づ   気づ   視 たリハ リ         た  

・検査結果      復      リン    事 知  良  た  

     の プロー  ～      据   ：PT～      

・   気 転   る             る  働   る（気づ  与 る）の PT の仕事の       た  

・歩 る 走 る頭部外傷者   る  療  の目的 具 的  プロー  効果        く説明      勉強     

た  楽 効率的  く    セ      ン   来る    るた      気づく ｌ      そのた た      る  

知る機      た  

・週   表  用 る    本人の        勉強     た  

・リラ           驚   た 仕事     の るケー の  接 る時             

・    PT   る             たの （   固    の      ）      キリ   た  
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     の プロー  ～      据   ：OT～      

・  的    た   少 症     具 的  プロー    た  た  

・退 後の生      患者  本人 家族 不   る   生  沿 た   訓練   る          た     る

       患者  本人           の気づ                                   

・様  患者様       た く機        少    リハ リ   的           患者様     る  

  るの            た  

・障   事者の支援    Dr  心  の  PT OT   の  種          る        た  

・  訓練  る   少  の     互  影響 合  良 効果  る     た 患者様 合  た柔軟      る  

   た     

・た 疾患 障     た介      く その の  機   性    た介       知る       た  

     の プロー  ～仕事の前  るべ   ～      

・  種 の  の  性 改    る事     た  

・  内の  種       角的 視    支援      る         た 退 後の地域 の         互

 の   知  本人    く支援の    ー     構    く  地域の支援者   具 的 働      た     

 た  

・事業所        る           た 復 前の訓練        詳 く知 た      た  

・           の 症  障害      る       る      改  再     た  たロー モ    る  

    知 たの   後支援   く         た      た  

・復  目指    復 リハの   復      セ  ン     く    る 知   た  

「入院からのアプローチ ～コーディネーターとしての支援～」について 

・         勉強             た 相談  る   の    た  た   良  た    

・ 復  働   る  復  車の   問   る  少      た        た時の   関    知 た     

   

・家族 の   知       た  

・コー ィ ーターの仕事内容           る       た 本人・家族         悩         の  相

談   る      強       た  

・本人 の支援   く  家族 の支援         た  

 その他       の   ・     

・ 事者 の  事          た     

・  種          く く     た  の   機   る    そ ぞ の 種      るの      た    

の     家族  緒    部  改    る機      た  

・      る  種の プロー      く     た  復 のリハ リ ーションの具 的    訓練     事   

   べた         た     た   の    施   る地域 の生 リハ リ機関  の         的 働 

     た      た  

・   源 本人の   ング   生  る部   るた     ィ     視  向  支援            た  

・        ラー版       表 グラ         く  た 以前の ンケー  白黒      く 旨   た   

   そ  改善  く たの           ざ     
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（２）ネットワーク育成事業：高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 

   資料「神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 設置要項」参照 

   県内には、対象者を高次脳機能障害がある方に特化した相談支援事業所・通所機関や、特化は

していないが高次脳機能障害支援を積極的に取り組んでいる事業所がある。 

   地域内の高次脳機能障害に関する様々な相談がそれらの機関に寄せられており、直接支援のみ

ならず間接支援（事業所支援・支援者支援）の役割も担っている。 

   各機関が実践している支援や相談等に関する情報を交換・共有することで、各機関の連携強化

やネットワーク化を図り、県内の高次脳機能障害支援技術の向上に寄与することを目的として県

内の事業所（16事業所）参加し年２回開催した。 

 

  令和 5年度 第 1回 高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 

    令和 5年 7月 14日（金）15時～17時 

    オンライン開催 

    ① 神奈川県内の高次脳機能障害支援の近況及び国の動向について 

    ② 各機関の現状と課題および就労支援の現状について 

   令和 5年度 第 2回 高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 

    令和 6年 1月 16日（木）15時から 17時 

    オンライン開催 

    ① 神奈川県内の高次脳機能障害支援の状況及び国の動向について 

    ② 各機関の現状と課題およびピアサポートについて 

 

 （３）事例検討会 

   県内相談支援従事者を始めとする支援者のスキルアップを図るため、事例検討会を実施した。 

① 令和 5年 7月 28日 相模原市例検討会 参加者 19名 

     ② 令和 5年 9月 20日 藤沢市事例検討会 参加者 16名 

     ③ 令和 6年 1月 23日  大和市事例検討会 参加者 34名 

     ④ 令和 6年 2月 2 日  スペースナナ事例検討会（オンライン）参加者名 7名 

⑤ 令和 6年 2月 16日 相模原市事例検討会（オンライン）参加者 15名 

     ⑥ 令和 6年 2月 28日  藤沢市事例検討会（オンライン）参加者 22名 

１） 事例検討会 

   一部検討事例を提示する。 
 

① R5/7/28 相模原市事例検討会：参加者:19名(社会福祉士 1名、障害者支援施設 1名、通所施

設 1名、相談支援専門員 2名、MSW3名、ケアマネジャー8名、施設長 2名、事務 1名) 

 
【概要】 
 
 50代女性、横断歩道歩行中の交通事故で救急病院へ搬送され頭部外傷の診断。1年後に NASVA病

床へ転院、3 年間の入院後ご家族の希望により自宅退院。ADL は全介助。リクライニング車椅子乗

車可能、食事は経口摂取、排泄はオムツ使用。手指の拘縮、振戦あり。会話は難しく、話しかけ

ると「良い」「悪い」は表情や追視で表現することが可能。てんかん発作のため服薬あり。 

家族は主介護者の夫、長女、長男がいる。本人は専業主婦だった。住環境は戸建て、外階段が

あり車椅子での出入りは不可。障害基礎年金 1級、身体障害者手帳 1級、障害支援区分 6あり。自

動車保険の症状固定は済んでいる様子で、成年後見人がついている。 

 

【プランニング】 
 
障害福祉サービスとして、重度訪問介護、訪問介護を利用し食事や排泄などの介助に入る必要

があり、入浴目的として生活介護、体調、服薬管理で訪問看護、訪問診療の利用が望ましいとの

意見があがった。また、環境面では、介護ベッド、マットレスの購入、リクライニング車椅子の

作製、昇降機利用のための住宅改修、福祉車両の購入があげられた。その他、夫の介護休暇や夫

の負担軽減のためのショートステイの利用が必要との意見が出た。 
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②  R6/1/23 大和市事例検討会：参加者名 34名（ケアマネジャー23名、相談支援専門員 5名、

障害者施設 2名、行政 2名、看護師 2名） 

【事例概要】 
 
7か月前にくも膜下出血を発症し、水頭症、シャント術施行。単身生活をしており他県の救急病

院へ入院後、実家のある地域の回復期リハビリ病棟を経て実家に退院したケース。麻痺なし。高

次脳機能障害として、記憶障害、全般的な知的機能低下、自発性低下、言語理解低下等がある。

ADLは全般的に声掛けが必要であり、尿便意は曖昧でオムツ使用しているが動作は可能なため誘導

でトイレでの排泄が可能なこともある。独歩可能だが、公共交通機関の利用は付き添いが必要。

会社員をしていたが発症後実家で両親と同居。キーパーソンは母。要介護 3 が出ており、訪問リ

ハビリ、デイケアを利用している。本人は就労希望があるが医学的・生活の安定を図る必要があ

る時期。母も就労希望があるが、当面の生活についても漠然とした不安がある状況。精神障害者

保健福祉手帳は未申請。傷病手当金受給中。 
 

【プランニング】 
 
リハビリ等を行いながらまずは生活の安定を図ることが大事であり、将来的には生活介護や就

労継続支援 B 型の利用が望まれると話が出た。ご家族に対しては、障害理解ができるような支援

を行いながら家族会等を紹介することが必要との意見が出た。高次脳機能障害の評価を受けては

いるが、セルフケアの評価や支援者での情報共有等を行いサポート体制の構築を行うことが大事

になるとの話があった。また、休職中のため、受け入れ態勢等について会社に確認していくこと

が必要ということや障害厚生年金の申請等の話題が出た。 

③  R6/2/2スペースナナ事例検討会（オンライン）：7名（医師 1名、MSW1名、心理 1名、障害者

支援施設 4名） 

【概要】 
 
現在登録者が相応におり新規利用の調整が難しい。今後国立障害者リハビリテーションセンタ

ーへの通所等によって卒業者（国リハ・職業能力開発校へ通所・入学など）が 5 名ほど出てく

る。直近で変化があったケースとしては、復職 1名、新規就労（障害者雇用枠）1名、その他現在

実習中で近々本採用（障害者雇用枠）予定 1名という状況であった。 

現在復職に向けた調整を行っているケースや復職調整予定のケースが複数名いるが、どのよう

な調整となっているか通所施設側としてどのように支援を考えていけばよいか詳細が分かってい

ないケースがあり、病院と通所施設側とでどのような役割分けをしていくか確認したいとの話が

あり、それぞれのケースについて調整を行った。 

④  R6/2/16 相模原市事例検討会：参加者:15 名(高齢分野社会福祉士 2名、ケアマネジャー3名、

MSW5名、就労移行支援事業所 1名、相談支援専門員 2名、施設長 1名、PT1名) 

【事例概要】 
 
 50 代男性。旅行先で右後頭葉の脳梗塞を発症し、2 週間の入院を経て自宅退院したケース。左

麻痺があったが改善。高次脳機能障害の症状としては、易疲労、注意障害、遂行機能障害、情報

処理能力の低下、易怒性がみられ、その他に左同名半盲がある。退院当初は自殺願望があった

が、知人が趣味に誘ってくること等があり落ち着き、発症後約半年経過して ADL は自立した。生

活リズムは安定しており、同居の母の食事を作ることもできている。自宅はアパート 1 階。兄が

両親の町工場を引き継ぎ、発症時は本人も就労していたが現在は休職中。国民健康保険。要介護 2

でベッドのレンタルのみ利用。運転再開の希望が強く、運転評価も含めて外来リハビリを受けて

いる。 
 
【プランニング】 
 
 将来的な目標として趣味や運転があげられ、本人は運転再開への希望が強く、その他の目標の

話をされていない状況のため、本人のニーズを確認しながら主治医等の支援者から評価結果を伝

えたり、道筋を立てていくことを伝えたりする必要あるとの意見が出た。また、母に対して易怒

性があることから、母のフォローも必要な意見があげられた。社会資源では、外来リハビリの状

況にあわせて訪問看護、訪問リハビリ等を利用していく意見や障害年金申請の話が出た。ただ

し、障害年金は該当にならない可能性が高いこともあわせて意見としてあがった。 
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⑤  R6/2/28藤沢市事例検討会（オンライン）:参加者：22名（MSW2名、PSW1名、主任ケアマネ

ジャー1名、ケアマネジャー7名、相談員 6名、就労移行支援事業所 2名、サービス管理責任

者 1名、職業指導員 1名、障害福祉施設 1名） 

【事例概要】 
 
 50 代女性。半年前に自宅で倒れて救急搬送され両側視床の脳梗塞の診断。保存加療でリハビリ

病院を経て自宅退院となったケース。高次脳機能障害の症状として、記憶障害、注意障害、易疲

労がありリスク管理や臨機応変な対応が苦手な様子が見られている。ADL はある程度自立してお

り、フリーハンド歩行は見守りで可能。麻痺はないが、感覚障害により指の巧緻性低下等があ

る。 

母、妹（キーパーソン）との 3 人暮らし。弟は疎遠。病前は母の主介護者だった。休職中、傷

病手当金受給中。本人は復職希望あり。精神障害者保健福祉手帳 3 級あり。退院後、要介護 1 で

機能訓練型のデイサービスを利用。福祉用具の利用なし。散歩等の外出により生活リズムは安

定。移動支援の件で相談支援事業所に相談が入りケアマネジャーとの連携が始まった。 

 

【プランニング】 
 
 長期目標として復職や就労があるが、短期目標として、本人ができること、楽しいこと、興味

があること等について一緒に確認していくことを行い、次のステップにつなげる支援が必要との

意見が出た。具体的なサービスとしては、移動支援、訪問看護、訪問リハビリ、ヘルパー等の必

要性について話が出た。また、移動支援の外出を通して、通勤のための体力向上をしていくこ

と、就労移行支援事業所等の利用から復職に向けて作業の得手不得手をご本人が知ることやコー

ディネート役が大事との意見があがった。 

⑥ R5/9/20 藤沢市事例検討会：参加者：16 名（ケアマネジャー7 名、相談支援専門員 4 名、就

労支援機関 2名、MSW2名、地域包括支援センター1名） 

事例概要】 
 
40 代男性。自転車乗車中にトラックと接触し救急搬送され外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血

腫の診断。高次脳機能障害の症状としては、注意障害、記憶障害、情報処理速度の低下がある。

視野欠損があるが、麻痺なし、独歩可能で ADL自立。リハビリ病院退院後、就労継続支援B型の利

用を開始したが、他の利用者や事業所に対する不満を強く出すことから現場が対応に苦慮してい

るケース。家族はキーパーソンの父、母との 3 人暮らし。受傷時は派遣社員として勤務してい

た。労災、雇用保険なし。精神障害者保健福祉手帳申請中。国民年金加入。相手は自賠責保険、

任意保険加入あり。 

 

【プランニング】 
 
就労継続支援 B 型の通所については、一人の作業スペースを作ることで他利用者との関係性に

配慮すること、趣味のイラストなどに関係する作業をすること、作業内容の評価をすること、他

の事業所に通所すること等の意見があがった。また、父の意見が反映されることが多いため、本

人と面談をして短期、長期的な目標を一緒に考えていくこと、ご家族に対して障害や制度の情報

提供を行うことも大切になるとの意見や、障害年金、自動車保険の症状固定等の情報提供も適宜

行っていく必要があるとの意見が出た。 
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６．国との連携  
 (１) 全国高次脳機能障害相談支援コーディネーター会議 

高次脳機能障害相談支援コーディネーターの役割は、高次脳機能障害への一貫した支援実施と

地域の実情に即した支援体制の構築、またエビデンスの蓄積と分析が求められている。 

      全国の各支援拠点機関に配置されているコーディネーターは勤務形態、人口当たりの配置人 

数も様々であり、職種もソーシャルワーカー、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士等々多領 

域にわたる。そのような支援コーディネーターの知識、制度利用について等、職務の向上と支 

援施策の均てん化を図るため、平成２１年度より支援コーディネーター会議が開催されている。 

全国高次脳機能障害相談支援コーディネーター会議 

① 令和 5年 6月 28日 オンライン 

 講演１「介護者不在時に備えて～地域で暮らすためにできること～」 

  神奈川リハビリテーション病院  

高次脳機能障害コーディネーター  瀧澤 学 

 

講演２「横浜市障害者自立支生活アシスタント事業からみた高次脳機能障害者の地域生活

と支援課題」 

      NPO 法人 高次脳機能障害友の会ナナ クラブすってぷなな 

       自立生活アシスタント・作業療法士  青木 朋子 氏 

 グループディスカッション 「地域生活を継続していくための支援について」 

 ・グループ討議 

 ・発表 

      ② 令和 6年 2月 16日 オンライン 

     講演 「新潟県における高次脳機能障害者の自動車運転再開支援」 

      新潟医療福祉大学リハビリテーション学部言語聴覚科 

       准教授  佐藤 卓也 氏 

     シンポジウム 「～地域における高次脳機能障害者の移動の手段と移動の支援について」 

      ・講演 「地域における多様な移動手段と移動の支援」 

       千葉県立保健医療福祉大学健康科学部リハビリテーション学科 

        教授  藤田 佳男 氏 

      ・実践紹介 「地域における移動手段の実際」 

       株式会社 Reha Labo Jpan モビリティ事業部 責任者 

        作業療法士  永島 匤 氏 

      ・当事者・家族から 「世田谷区での高次脳機能障害者ガイドヘルパーについて」 

       高次脳機能障害者と家族の会 

        代表  今井 雅子 氏 

      ・ディスカッション 

 
(２) 関東甲信越ブロック会議 

関東甲信越・東京ブロックは東京、茨城、埼玉、千葉、神奈川、長野、栃木、群馬、新潟、山 

梨の 10都県の支援拠点機関および各県の主管課等が参加した。ブロックの会議を通じて各都県の 

事業実施状況等を情報交換するとともに地域支援ネットワークの構築に必要な協議を行った。 

   令和５年１１月２９日 オンライン 

    国立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能障害情報・支援センター高次脳機能障害 

支援推進官より情報提供、質疑応答 

 情報交換・意見交換 

  支援機関の概要 

  提案議題 

   ①ピアサポート活動 ②コーディネーターの職種と役割 ③小児の研修や普及啓発活動

④ 家族会の現状や課題 ⑤人材育成⑥頭部外傷者のフォロー先 ⑦精神科との連携 

⑧機関選定 ⑨アンケート回収率向上の取り組み ⑩オンラインを活用した取り組み 
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別紙５ 
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別紙６ 

20２3年度 （社福）神奈川県総合リハビリテーション事業団研修 開催案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

１．開催日 20２3年７月8日（土） ９：５０～１６：００（受付 ９：２０～） 

２．研修会場  厚木商工会議所（厚木市栄町１－１６－１５）本厚木駅 北口より 徒歩10分 

３．定員      ３０名 

４．受講料     １,０００円 

５．対象      「脳損傷による高次脳機能障がい児」に関わる教育・保健・医療・福祉 

行政関係者など 

６． 申し込み方法  地域リハ支援センターのホームページまたはFax（裏面）よりお申し込み

ください。 

７．受講の可否    受講日の約１ヶ月前までにメールアドレスにご連絡いたします。 

          （応募多数の場合、選考にて決定させていただきますことをご了承くださ

い） 

9:5０～ 開会あいさつ 

10:00～10:40 小児脳損傷の理解 
神奈川リハビリテーション病院 

医師 吉橋 学 

10:50～11:30 
将来の社会参加を見据え 

“いま”を考える 

神奈川リハビリテーション病院 

臨床心理士 林 協子 

11:40～12:20 生活の自立に向けて 
神奈川リハビリテーション病院 

看護師 佐藤 春奈 

   休憩 

13:20～14:00 進学に向けて 
秦野支援学校 

かもめ学級 教員 髙橋 涼子 

14:10～14:50 外出の自立に向けて 
地域リハビリテーション 

支援センター 

作業療法士 清水 里美 

15:00～15:40 社会参加に向けたサポート 
神奈川リハビリテーション病院 

ソーシャルワーカー 中澤 若菜 

15:40～16:00 質疑応答 

脳損傷児の就学（進学）・就労について考える時、どのような選択肢があるのか、 

児の能力に適しているのか？など、進学（就労）先に悩まれている支援者は少なくあ 

りません。そこで“将来の社会参加を見据えて”基本的な脳損傷児の理解から、身体 

/認知面へのリハビリテーション（評価の視点）、利用できる制度などについて、それ 

ぞれ専門職の立場からわかりやすくお伝えいたします。 

 

～ 将来の社会参加を見据えて ～ 

高次脳機能障がいセミナー（小児編） 
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別紙7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 内 容 講 師 

9：55 ～ あいさつ 

10：00  

～ 10：55 
総論 高次機能障がい 

神奈川リハビリテーション病院 

医師 青木 重陽 

11：05  

～ 11：45 
心理的アプローチ 

神奈川リハビリテーション病院 

公認心理師 永山 千恵子 

11：45 ～  昼休憩 

12：45  

～ 13：25 

入院からのアプローチ 

～社会参加を見据えて:PT～ 

神奈川リハビリテーション病院 

理学療法士 岡部 みなみ 

13：35  

～ 14：15 

入院からのアプローチ 

～社会参加を見据えて:OT～ 

 神奈川リハビリテーション病院 

作業療法士 對間 泰雄 

14：30 

 ～ 15：10 

入院からのアプローチ 

～仕事の前にやるべきこと～ 

神奈川リハビリテーション病院 

職業指導員 進藤 育美 

15：20  

～ 16：00 

入院から社会参加まで 

～コーディネーターとしての支援～ 

神奈川リハビリテーション 病院 

ソーシャルワーカー 佐藤 健太 

16：00 ～ 質疑応答 

社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支援センター 

２０２３年度 高次脳機能障がいセミナー 実務編 

ケースから学ぶ ～入院から社会参加まで～ 

 

１．開催日    2023年 12月 9日（土） 9：55～16：30（受付 9：30～） 
 

２．会場      プロミティあつぎ（厚木市中町 4-16-21 本厚木駅 北口から徒歩 4分） 
 

３．定 員    ４０名 
 

４．受講料    １,０００円（※ 振込手数料は各自でご負担ください） 
 

５．対 象    医療職・福祉職・保健職・行政関係者、行政関係者、 

「脳損傷等による高次脳機能障がい者」に関わる方など 
 

６．申込方法    地域リハ支援センターのホームページ、 

または Fax(裏面)からお申し込みください。 
 

７．受講の可否  受講日の約１ヶ月前までにメールアドレスにご連絡いたします。 

＜問い合せ先＞ 社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 

地域リハビリテーション支援センター  担当：砂川・瀧澤・佐藤 
 

〒243-0121 厚木市七沢５１６ ☎：046-249-2602 FAX：046-249-2601 

高次脳機能障がいは、脳損傷後に記憶障がい・注意障がい・遂行機能障がい・社会的行動 

障がい等が生じることにより生活のしづらさが生じます。社会参加に向けて、ご本人の状態 

や生活状況に応じた支援や対応が必要であり、医療的、社会的、職業的リハビリテーション 

の視点が重要となります。 

今回のセミナーでは、「ケースから学ぶ～入院から社会参加まで～」をテーマに、ある事

例を中心として段階に応じたリハビリテーションやアプローチのヒントについて、各専門職

からお話しします。 

 
 

＜プログラム＞ 
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別紙８ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 内 容 講 師 

9：55 ～ あいさつ  

10：00  

～ 10：50 

高次脳機能障がいの 

就労支援のポイント 

神奈川リハビリテーション病院 

総合相談室 佐藤 健太  

11：0０  

～ 12：00 

神奈川リハビリテーション病院 

職能科の取り組み 

神奈川リハビリテーション病院 

          職能科 露木 拓将  

1２：００  

～ 13：00 
昼 休 憩 

13：00  

～ 15：00 
事例検討会（グループワーク） 

藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所 

チャレンジⅡ     平野 美夏子 氏 
 
湘南地域就労援助センター 

湘南障害者就業・生活支援センター 

センター長 小川 菜江子 氏 
 
神奈川リハビリテーション病院 

 露木 拓将 進藤 育美 小林 國明 

増子 寿和 佐藤 健太 永井 喜子 

15：00  

～ 15：15 
    休 憩 

15：15 

 ～ 15：55 

 

相談支援・就労支援機関の 

取り組み 

藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所 

チャレンジⅡ     平野 美夏子 氏 
 
湘南地域就労援助センター 

湘南障害者就業・生活支援センター 

センター長 小川 菜江子 氏 

15：55 

 ～16：10 
ま と め ・ 質 疑 応 答 

社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支援センター 

今回の高次脳機能障がいセミナー就労支援編では，高次脳機能障がいがあ 

る方の就労支援のプロセスや取り組みについて説明します。さらに、事例検 

討会を通して、支援に必要なアセスメントやプランニング、実践的な就労支 

援機関との連携・情報共有等のポイントを確認します。 

＜プログラム＞ 

2023年度 高次脳機能障がいセミナー  

就労支援編 

１．開催日   ２０２４年 １月 ２０日（土） 9：５5～１６：１０（受付 9：30～） 
 

２．会場    藤沢商工会議所 3階３０３会議室（藤沢市藤沢607-1） 
 

３．定 員   4０名                            
 

４．受講料   １,０００円（口座振込 ※手数料は各自でご負担ください）           
 

５．対 象   「脳損傷等による高次脳機能障がい者」に関係する保健・医療・福祉・ 
行政関係者など 

 

６．申込方法  ・インターネットから「地域リハ支援センター」を検索 
        ・ＱＲコードの読み取り  

・Fax：裏面の用紙に必要事項記載の上お申し込みください。 
 

７．受講の可否 受講日の約１ヶ月前までにメールアドレスにご連絡いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の研究、研修実績 
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講演 ・   ・ 究  の講師 

Ｎｏ 演 名 演者 講演（ 究   ） 名 開催地 講演  

1 

高 脳機 障害の 礎知  

高 脳機 障害 

コー ィ ーターの       

瀧澤   
相模原公  業  所 

  支援セミ ー 

相模原市 

 央  
6/13 

2 
 介護保    ・ 障害者  支援   

   その他の        
 川 淳 

株式     シ  

 介護  初任者    

横浜市 

瀬谷  

6/17 

10/21 

3 高 脳機 障害支援     瀧澤   

神 川県 合療育相談センター 

        障害者   

知的障害者福祉        

オンラ ン 5/16 

4 
 高 脳機 障害支援  

親    の        
瀧澤   

  障害者リハ リ ーションセンター 

      第   

高 脳機 障害支援コー ィ ーター 

    の開催   講演  

オンラ ン 06/28 

5  褥瘡 （座談 ） 清水 里美 

公益   人  

  脊髄損傷者 合  東京支部 

褥瘡 習  

東京都 

目黒  
5/20 

6 
 高 脳機 障害の  の 

地域支援         
瀧澤   公益   人 神 川県医師  オンラ ン 6/26 

7 
  高 脳機 障害  

～地域支援      る～ 
瀧澤   

  た 市福祉局障害福祉部  

障害者更生相談センター 

 高 脳機 障害支援者    

 オンラ ン  

8  高 脳機 障害者 の支援      瀧澤   
神 川県精神保健福祉センター 

   5   精神保健福祉 礎    
オンラ ン 6/30 

9 
 相談      角     る  

～高 脳機 障害の相談   る～  
瀧澤   

神 川県鎌倉保健福祉事務所 

      障害福祉相談      
 オンラ ン  

10 
 高 脳機 障害      た 

障害の る の生    ー       
瀧澤   

神 川県 保健福祉   

 形態別介護  演習Ⅱ  
横須賀市 11/7 

11 
 事 検討   

～高 脳機 障害の支援～  
瀧澤   

     人  

  事故 害者家族    ー  

   事故 害者支援 

 リモー セミ ー  

東京都 

 央  
8/27 

12 

  高 脳機 障害者 家族 の支援  

～   ０  変  た  ・ 

変          心   

瀧澤   

     人  本後     

高 脳機 障害 究委    

拡 委   

オンラ ン  8/20 

13  高 脳機 障害の    瀧澤   

  福祉 人  

神 川県  福祉    

        人後   者 

 礎    

オンラ ン  

14 

 子     人    

～高 脳機 障害者の  支援 

  の    地域 支 る戦略  

瀧澤   

NPO  人 コロ      ぽ  

 高 脳機 障害講演 ・ 

事 検討   

 海道 

名寄市 
10/14 



 

- 80 - 

 

15  神経心  的  の 本的     永井 喜子 
NPO  人高 脳機 障害友の    

       
  市 10/4 

16 

 高 脳機 障害の る  の支援  

～  慣 た地域  

生    くた  ～  

瀧澤   
   脳損傷リハ リ ーション講習  

  委   

 岩手県 

盛岡市 
11/25 

17 

 高 脳機 障害支援  

～介護者不 時 の備   

支援      ～  

瀧澤   
     山 県高 脳機 障害 

リハ リ ーション講習   委   
オンラ ン 11/5 

18 

シン  ウム 

 高 脳機 障害支援 の 

   向     

瀧澤   
 本高 脳機 障害友の  

      ０  in 東京  

東京都 

千 田  
10/1 

19  高 脳機 障害の相談支援  瀧澤   
函館脳外傷リハ リ ーション講習  

  委   

 海道 

函館市 
11/11 

20 
 高 脳機 障害者支援    向 た 

展      
瀧澤   

     人  本成 後     

 ー ショ プ 

  生     る 高 脳機 障害 

支援  後   の       

東京都 

新宿 

オンラ ン 

11/23 

21  事 検討 ～若 層の脳外傷～  瀧澤   

     人  

  事故 害者家族    ー  

   事故 害者支援 

 リモー セミ ー  

東京都 

千 田  
12/10 

22 

 高 脳機 障害支援 

知    た   の  

 ～     の     用～  

瀧澤   
南 摩高 脳機 障害支援センター 

 オンラ ン     
オンラ ン 1/16 

23 
 高 脳機 障害の 8050 問       

～親          る～ 
瀧澤   

三 県  障害者 合福祉センター 

 第   高 脳機 障害者 

地域支援セミ ー  

 オンラ ン  

24 

 働 た    ぐ 

-医療 介護 障害の  -  

 脳卒 後の生 ・    支援  

瀧澤   

富山県地域リハ リ ーション 

支援センター 

      第  富山県 

地域リハ リ ーション 事者     

富山県 

富山市 
2/17 

25 講師 瀧澤   

南 摩高 脳機 障害支援センター 

 高 脳機 障害 関 る 

症 検討   

東京都 

八王子市 
2/18 

26   本的   の     有馬  伸 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

         介  門 

 ～ 居  ～ 

横浜市 

港南  
6/6 

27 

事 検討  

～ALS の    る 

コミュニケーション支援   る～ 

清水 里美 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

 コミュニケーション支援の 際  

  市 6/10 

28   本的   の     有馬  伸 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

         介  門 

 ～ 乗  編～  

横浜市 

港南  
6/27 
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29  リ ター  用 た 乗介     清水 里美 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

         介  門 

 ～ 乗  編～  

横浜市 

港南  
6/27 

30 
 “  た    支援 る“ 

  装具（PSB） 用   
清水 里美 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

 地域生  支 る支援    

～  装具・  装具の 

導  向  ～ 

  市 1/27 

31 装具 関 る Q&A 有馬  伸 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

 地域生  支 る支援   

 ～  装具・  装具の 

導  向  ～ 

  市 1/27 

32 

   

①   背張  整 

② 車     の 合  

③   ション 圧 整  

有馬  伸 

地域リハ リ ーション支援センター 

専門   

 車  シー ィング  

  市 2/3 

33  外 の   向    清水 里美 

地域リハ リ ーション支援センター 

高 脳機 障  セミ ー 

  編 

  市 7/8 

34 
 高 脳機 障    る の 

気持     る  
山岸   子 

地域リハ リ ーション支援センター 

高 脳機 障  セミ ー 

  編 

横浜市 

   
8/26 

35  退 後の生  支 る  永井 喜子 

地域リハ リ ーション支援センター 

高 脳機 障  セミ ー 

  編 

横浜市 

   
8/26 

36     高 脳機 障    青   陽 

地域リハ リ ーション支援センター 

高 脳機 障  セミ ー 

 務編 

  市 12/9 
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各種  運営 の   

      内容 件数  数   名 派遣  

神 川県障害保健福祉圏域 

事業 整     検討  
委  1 2 瀧澤   

6/21 

10/6 

  市   支援 ケ    1 10 
有馬  伸 

清水 里美 

6/26・7/10・8/21・10/12・

10/30・11/20・12/18・

1/15・2/26・3/18 

  保健福祉事務所  センター 難 リハ リ相談 1 2 

 川 淳 

有馬  伸 

清水 里美 

6/21 

10/4 

横須賀・三浦障害保健福祉圏域 

  支援    
委  1 2 植西 佑香里 7/4 

県央障害保健福祉圏域  

 支援    
委  1 2 

瀧澤   

 川 淳 

8/8 

2/8 

公益   人 神 川県 

  療    
監事   磯部 貴光  

     人 神 川県 

介護支援専門    

第 21  神 川県介護支援専門  

・ 究    委  
  磯部 貴光  

県西障害保健福祉圏域障害者 

  支援    
委    2  川 淳 7/31 

  福祉 人       高 脳機 障害講演 後援    9/9 

 田原保健福祉事務所 
難 リハ リ教  

講師 
    

 川 淳 

有馬  伸 

清水 里美 

9/29 

3/8 

神 川県 宅医療      

リハ リ ーション部  
委  1 2 村井 政夫 

9/19 

2/13 

神 川県平塚保健福祉事務所 

  センター 

難 リハ リ教  

講師 
1 1 有馬  伸 12/22 

   政 人 

 高齢・障  ・求 者支援機構 

 障害者 業 合センター 

   復帰支援   るキ リ  

再形成 関 る 査 究  

  リング   

1 1 瀧澤   11/13 

神 川県 田原保健福祉事務所 

 柄 センター 

      難 講演   講師 

 専門   ぶ楽 く    

 事   る  ン   

1 1 有馬  伸 1/25 

 沢市保健所 

       宅難 保健福祉 

支援者     講師 

 難 患者 の 

コミュニケーション支援  

1 1 
有馬  伸 

清水 里美 
2/21 

湘南東部障害保健福祉圏域障害者 

  支援    
委  1 2 瀧澤   

8/7 

2/16 

  地域リハ リ ーション支援事業 

 絡    

     登半島地震   JRAT

 央 策本部 の 

後 支援  派遣   

    

湘南西部障害保健福祉圏域障害者 

  支援    
委  1 2 磯部 貴光  

7/26 

2/28 

清川村 

障  者    
委     川 淳  

神 川県  支援    委  1 2 村井 政夫 
12/22 

3/19 

神 川県    宅医療     委    村井 政夫  

  市  福祉          村井 政夫  
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神奈川県在宅医療推進協議会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 神奈川県における在宅医療の推進を図るため、「神奈川県在宅医療推進協議会」（以下「協議 

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 在宅医療の確保に関する課題の抽出とその対応策の検討に関すること。 

(2) 在宅医療と介護との連携体制の構築に関する課題の抽出とその対応策の検討に関すること。 

(3) その他在宅医療の推進に係る必要な事項に関すること。 

 

（構成員） 

第３条 協議会の委員は 30 名程度とし、次に掲げる者の中から選定する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 福祉関係者 

(3) 介護保険事業者職員 

(4) 地域包括支援センター職員 

(5) 地域団体職員 

(6) 市町村職員 

(7) 県保健福祉事務所長 

(8) 学識経験者 

２ 委員の任期は令和６年３月 31 日までとする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は 

 前任者の在任期間とする。 

３ 委員の再任は妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代行する。 

 

（会議） 

第５条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３  委員長は、所掌事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることが

できる。 

 

（部会の設置） 

第６条 協議会で協議する課題等の具体的な検討を行うため、部会を設置することができる。 

２ 部会の構成、庶務その他の必要な事項は別に定める。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の庶務は、神奈川県健康医療局保健医療部医療課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮り定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成 ２６年１０月  １日から施行する。 

この要綱は、平成 ２７年  １月  １日から施行する。 

この要綱は、平成 ２７年 ７月２４日から施行する。 

この要綱は、平成 ２７年 ８月３１日から施行する。 

この要綱は、平成 ２８年 ８月 ２日から施行する。 

この要綱は、平成 ２９年１０月１３日から施行する。 

この要綱は、平成 ３０年 ３月１４日から施行する。 

この要綱は、平成 ３０年 ６月２０日から施行する。 

この要綱は、平成 ３０年 ８月２４日から施行する。 

この要綱は、令和２年 ６月１６日から施行する。 

この要綱は、令和３年 ６月２５日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

   

区分  機関名 

保健医療関係者 

公益社団法人神奈川県医師会 

公益社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県薬剤師会 

公益社団法人神奈川県看護協会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会 

一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 

福祉関係者 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

介護保険事業者 

職員 

一般社団法人神奈川県高齢者福祉施設協議会 

一般社団法人神奈川県介護支援専門員協会 

一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会 

公益社団法人神奈川県介護福祉士会 

地域包括支援 

センター職員 

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会横浜市篠原地域ケアプラザ 

綾瀬市基幹型地域包括支援センター（福祉部地域包括ケア推進課） 

地域団体職員 
神奈川県民生委員児童委員協議会 

公益財団法人神奈川県老人クラブ連合会 

市町村職員 

横浜市 
医療局疾病対策部がん・疾病対策課 

健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課 

川崎市 健康福祉局地域包括ケア推進室 

相模原市 
健康福祉局保険衛生部医療政策課 

健康福祉局地域包括ケア推進部地域包括ケア推進課 

横須賀市 
福祉部健康長寿課 

福祉部地域福祉課 

藤沢市 
福祉部高齢者支援課 

福祉部地域共生社会推進室 

茅ヶ崎市 
福祉部高齢福祉介護課 

保健所地域保健課 

保健福祉事務所長 神奈川県保健福祉事務所長等所長会 

学識経験者 学校法人日本大学 神奈川県立保健福祉大学 
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神奈川県在宅医療推進協議会 リハビリテーション部会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、神奈川県在宅医療推進協議会設置要綱第６条の規定に基づき、神奈川県在宅医療

推進協議会リハビリテーション部会の設置等に関して、必要な事項を定めるとする。 

 

（目 的） 

第２条 子供や成人・高齢者とその家族が、可能な限り住み慣れた地域で一生安全に、その人らしくい

きいきとした生活ができ、地域においてそれぞれの状態に応じた適切なリハビリテーションサービ

スが円滑に提供されるよう、連携方策や支援体制の整備について、必要な事項を協議するため、神

奈川県在宅医療推進協議会リハビリテーション部会（以下「リハビリテーション部会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第３条 リハビリテーション部会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 

（１） リハビリテーションに係る課題の調査・検討に関すること。 

（２） リハビリテーション連携推進のための指針の作成・改定に関すること。 

（３） リハビリテーション支援体制の整備に関すること。 

（４） その他リハビリテーションの推進について必要な事項に関すること。 

 

（構 成） 

第４条 リハビリテーション部会の委員は、学識経験者、保健・医療・福祉関係団体・機関及び行政機

関の関係者等のうちから選定する。 

２ 委員の任期は令和３年３月 31 日までとする。ただし、再任を妨げない。 

 

（会長等） 

第５条 リハビリテーション部会に会長及び副会長をおく。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長はリハビリテーション部会を代表し、会議の座長となる。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときには、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 リハビリテーション部会は、会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは、リハビリテーション部会に構成員以外の者を出席させることがで

きる。 

 

（下部組織） 

第７条 特定の事項を協議するため、必要に応じリハビリテーション部会に下部組織を設けることがで

きる。 

 

（庶 務） 

第８条 リハビリテーション部会の庶務は、神奈川県健康医療局保健医療部医療課において処理する 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、リハビリテーション部会の運営に必要な事項は、会長が別に
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定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成１３年 ３月１４日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１０月１０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年１２月２８日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年 ５月１７日から施行する。 

  



 

- 88 - 

 

「地域リハビリテーション推進のための指針」（老老発 0517第１号） 

令和３ ５月１７日 

 

「地域リハビリテーション推進のための指針」 

 

第１ 事業の目的 

地域リハビリテーション 、活 ある超高齢社会の実現や高齢者に対する自立支援・重度化

防止の取組の推進にとって重要であることから、都道府県が行う地域リハビリテーション推進

のための事業及び脳卒中情報システムの整備・活用により、地域における介護予防の効果的、

効率的な実施に資することを目的とする  

 

第２ 事業の実施主体 

都道府県とする  

 

第３ 地域リハビリテーション支援体制の整備 

１ 趣旨 

高齢者に対する自立支援・重度化防止の取組を推進するために 、脳卒中や骨折等による障

害発生時において 、急性期リハビリテーション及びその の 復期リハビリテーション、ま

た、 状安定期にある場合や廃用 候群に対して 、生活期リハビリテーションと言うよう

に、高齢者それぞれの状態に応じた適時・適切なリハビリテーションが提供されることが必要

である  

さらに、高齢者等が、閉じこもり状態となり、老化に伴う心身機能の  等をきたすことを

予防し、住み慣れた地域において、生涯にわたって生き生きとした生活を送ることができるよ

う、 健・医療・福祉の関係者のみならず、ボ ンティア等の地域における住民が参画して行

う、いわゆる地域リハビリテーションが適切に行われることも重要である  

地域リハビリテーション支援体制 、地域包括ケアシステムの構築かつ市町村の一般介護予

防事業を中心とした地域支援事業の充実・強化のための体制の整備を図るものである  

 

２ 事業内容 

（１）都道府県リハビリテーション協議会 

都道府県 、 健・医療・福祉の関係者で構成される「都道府県リハビリテーション協議

会」（  「協議会」という ）を設置するものとする  

ア 協議会の構成 

協議会 、都道府県医師会、都道府県 院協会、都道府県老  健施設協会、都道府県歯科

医師会、都道府県薬剤師会、都道府県看護協会、都道府県理学療法士会、都道府県作業療法士

協会、都道府県言語聴 士会、都道府県栄養士会、都道府県歯科衛生士会、介護支援専門員協

会等の関係団体、 健所、市町村、患者の会、家族の会の 表者及びその他事業の推進に必要

と認められる者を構成員とする 協議会における円滑な課題解決において 都道府県医師会の

積極的な関わりが望ましい  

イ 協議会の役割 

（ア）地域包括ケア推進に資するリハビリテーションのあり方の検討 

都道府県内のリハビリテーションの提供体制及び地域支援事業（一般介護予防事業に

おける地域リハビリテーション活動支援事業含む）の実態を把握するとともに、都道府

県単位でのリハビリテーションのあり方を検討する  

（イ）地域リハビリテーション連携指針の作成 
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脳卒中等の疾患について、急性期から 復期、生活期へと必要なリハビリテーション

の内容が移行していく過程、さらに高齢者等の閉じこもりや心身機能の  等の予防対

策等についての  な理解を踏まえ、医療機関と 健、福祉の担当機関との円滑な連携

のための指針を作成する  

（ウ）都道府県リハビリテーション支援センター・地域リハビリテーション支援センターの指

定に係る調整・協議 

協議会 、（２）及び（３）に掲げる都道府県リハビリテーション支援センター及び

地域リハビリテーション支援センターの指定のために必要な調整及び協議を行う  

（２）都道府県リハビリテーション支援センター 

都道府県 、協議会の意見を聴いて、地域リハビリテーションを推進するための中核とし

て、  に掲げる事業を実施する都道府県リハビリテーション支援センターを１箇所指定する

ものとする  

都道府県リハビリテーション支援センターの役割として   が挙げられる  

ア 関係団体、医療機関との連絡・調整、都道府県行政への支援 

医師会を じめとする関係団体、医療機関（救急医療実施医療機関を含む ）との連携を

密に行い、必要な連絡・調整を実施する 都道府県行政担当者に対してリハビリテーション

に関する助言や支援を行う  

イ リハビリテーション資源の調査・情報 集 

リハビリテーションの実施及び関係機関との連携に資するため、地域におけるリハビリテ

ーションの実施体制等に関する調査を実施する  

ウ 地域リハビリテーション支援センターへの支援 

都道府県リハビリテーション支援センター 、地域リハビリテーション支援センターに対

して、相談支援、新たなリハビリテーション技術の研修等を行う  

エ 研修の企画等 

行政職員及びリハビリテーション専門職に対し、地域リハビリテーション支援センターと

協働し研修の企画等を行う  

オ 災害リハビリテーション体制整備、調整関係職種が協働する災害リハビリテーションの支援

体制の構築及び調整を実施する  

（３） 地域リハビリテーション支援センター 

都道府県 、協議会の意見を聴いて、  に掲げる事業を実施する地域リハビリテーシ

ョン支援センターを地域の実情に応じて指定するものとする 地域リハビリテーションの

活動を効率的に推進する 点から 、医師会等の関係団体や行政との連絡協議会を設置・

運営することが望ましい  

地域リハビリテーション支援センターの役割として   が挙げられる  

ア リハビリテーション関係者等への支援 

（ア）地域住民の相談への対応に係る支援 

（イ）福祉用具、住宅改修等の相談への対応に係る支援 

（ウ）包括支援センター等への支援 

イ 地域における行政職員及びリハビリテーション実施機関・介護福祉施設・事業所等の従事者

に対する研修会の開催 

ウ リハビリテーション専門職等の連携に資する支援及びリハビリテーション施設の共 同利用 

（４） 地域リハビリテーションに係る研修 

地域の高齢者等に対して、地域における社会資源を活用しつつ、一 一 の需要及び心

身の状況等に応じて最も適していると認められるリハビリテーションサービスを提供する

ため、地域におけるリハビリテーションに関する調整相談及び指導等を行う者を養成する
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ための研修を実施するものとする  

ア 研修の内容 

研修内容 、おおむね次に掲げる事項とするが、地域の実情に応じた実務的な研 

修を実施すること  

（ア）地域リハビリテーションに関する基礎的知識の習得 

（イ）地域リハビリテーションに関する調整・相談 

ａ 地域の高齢者等の心身の状況及びリハビリテーションに関する需要の把握、並びに地域に

おける 健・医療・福祉のサービスとの連絡・調整 

ｂ 地域の高齢者等に対する地域住民の理解を深めるため、家族会及びボ ンティア等の地域

組織の育成・支援 

ｃ 地域リハビリテーションのコーディネーションの 点からみた地域における 健・医療・

福祉サービスの実態把握及びその問題点の改善に係る企画・調整 

（ウ）地域リハビリテーションに関する指導 

a 介護予防や自立支援の考え方を取り入れたケアマネ メン の手法 

b 生活機能や認知 等の地域の高齢者等の困り事に対するアセスメン や説 の手法 

c 地域の高齢者等の基本的な生活機能向 に役立つ運動・栄養・口腔・活動と参加等への支

援の方法 

イ 受講対象者 

受講対象者 、 則として市町村・地域包括支援センター又 介護サービス事業所等の職

員であって、地域の高齢者等に対する 健又 福祉に関する業務に従事する者とする  

ウ 受講 員 

受講 員 、 則として毎 各市町村１名  が受講できる適切な規模を設定する者とす

る  

なお、１ 当たりの受講定員の設定に当たって 、交通の利便等を考慮しつつ、研修の実

効を げられるよう配慮すること  

エ １ の研修期間 、３日間程度とする  

オ 開催場所 

都道府県が指定する場所とする  

カ その他留意事項 

開催時期の選定に当たって 、受講対象者が参加しやすい時期を考慮して決定すること  

 

第４ 脳卒中情報システムの整備 

１ 趣旨 

自立支援・重度化防止の対策を効果的に推進するため、医療機関から 健所等に提供される

脳卒中患者の診療情報等を元に、市町村がこれら在宅脳卒中患者に対する適切な 健福祉サー

ビスの実施を図るための脳卒中情報システムの整備を行うものである  

２ 脳卒中委員会の設置 

都道府県 、 健・医療・福祉の関係者から構成する「脳卒中委員会」（  「委員会」と

いう ）を設置するものとする  

（１）委員会の構成 

委員会 、 健所、医師会、学識 験者及び脳卒中情報システムの整備に係わる専門家等

によって構成するものとする  

（２）委員会の運営 

委員会 、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報 するものとする  

ア 自立支援・重度化防止の対策を効果的、効率的に推進するため、脳卒中患者の登録を実施
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するとともに、医療機関からの 健所等に提供される脳卒中患者の診療情報等をもとに、市

町村がこれら在宅脳卒中患者に対する適切な 健福祉サービスの実施を図ることを目的とし

た脳卒中情報システムの整備の実施について、情報提供件数、早期訪問の実施状況、適切な

 健福祉サービスの選定・提供等の 点から評価を行う  

イ その他脳卒中情報システムの評価に必要な事項を検討する  

３ 事業の実施方法 

（１） 脳卒中の登録の方法について 、地域の実情を考慮しつつ、関係諸機関の協 を得て決定

するものとする  

なお、登録を実施するに当たって 、「脳卒中登録管理害  イン」（厚生省循環器 研

究委託費による地域における脳卒中の登録と管理に関する研究班、昭和５７ ３月）を参考

にするものとする  

（２）  集した情報   ごとに整理するとともに患者登録票を作成し、その 管に当たって 

 々の患者の秘密が 持されるよう厳重に注意するものとする  

（３）  集、整理した登録情報に基づき、脳卒中患者のり患率、受領状況、生存率等を集計及び

解析するものとする  

なお、解析した結果について  毎にまとめ、関係機関に報 するものとする  

（４） 登録に当たって 、その制度を常に管理し、その向 に努めるものとする そのため、医

療機関等に対し届 体制の整備を依頼するとともに、必要に応じて医療機関に 張し、情報

を採録するものとする  

（５）  健所 、医療機関から提供された脳卒中患者（  「対象者」という ）の診療情報等

を整理するとともに、対象者の住居地の市町村が同じ情報を受けているか確認し、受けてい

ない場合 、整理した情報を当該市町村に対し、速やかに連絡するものとする  

（６） 市町村 、医療機関もしく  健所からの対象者の情報をもとに、 健・医療・福祉の各

担当部門が連携を密にして、対象者に必要な 健福祉サービスを選定し、対象者及びその家

族の意向を踏まえたうえで、適切なサービスを提供するものとする  

また、 健所が同じ情報を受けているか確認し、受けていない場合 、その情報を速やか

に連絡するものとする  

（７）  健所 、管内市町村における脳卒中情報システムの実施状況をとりまとめ脳卒中委員会

に報 するものとする  

４ 実施 の留意事項 

（１） 都道府県 、医療機関、市町村等関係機関と密接な連携を ちつつ、本システムを実施す

るものとする  

特に、本システムが効果的に行われるよう市町村に対し適切な指導を行うとともに、医療

機関等に対し本システムの趣旨を周知徹底し、積極的な協 が得られるよう努めるものとす

る  

（２） 本システムの関係者 、対象者のプ イバシーの 護に  留意し、  情報が部 者に

漏洩することがないよう、秘密厳守に徹するものとする  

（３） 対象者の登録に当たって 、医療機関等において本システムの趣旨等を  に説 し、対

象者の同意を得ることを 則とする  
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神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会設置要綱 

 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、神奈川県における交通事故等による高次脳機能障害者に対して高次脳機能障害

支援モデル事業において得られた診断基準及びリハビリテーション訓練・支援プログラムなどを活

用し、高次脳機能障害に対する専門的な支援を行うとともに、地方支援拠点機関を中心とした関係

機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供される

体制を整備するため、国の地域生活支援事業実施要綱第３項第２号のアに基づき、神奈川県高次脳

機能障害相談支援体制連携調整委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定め、高次脳機能障害

支援普及事業（以下「事業」という）の円滑な推進を図ることを目的とする。 

 

（設 置） 

第２条 この事業を実施するため、社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団（以下「事

業団」という）内に神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会（以下「委員会」という）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、高次脳機能障害者に関する地域支援ネットワークの充実を図るため、次の事項の

調査・検討等を行う。 

(1) 高次脳機能障害者に係る地域の実態把握に関すること。 

(2) 高次脳機能障害者に係る関連機関の連携確保に関すること。 

(3) 高次脳機能障害者に係る相談支援体制のあり方に関すること。 

(4) 高次脳機能障害者に係る普及啓発活動に関すること。 

(5) その他事業の推進について必要な事項に関すること。 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、別表に示す県内の高次脳機能障害者に係る関連機関等の代表で構成し、理

事長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年間とする。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 別表の関係機関等については、委員会の検討内容等により見直しができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、事業団地域リハビリテーション支援センター所長をもってあてる。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

（委員会） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くこと

ができる。 
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（作業部会の設置） 

第７条 委員長は、必要と認めたときは、第３条に定める事項の調査・検討等を行うため、委員会の

下部組織として作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会の設置については、委員長が別に定める。 

 

（検討会議の設置） 

第８条 第３条に定める事項の調査・検討等を行うため、事業団内に高次脳機能障害相談支援検討会

議（以下「検討会議」という）を置くことができる。 

２ 検討会議の設置については、委員長が別に定める。 

 

（報告の義務） 

第９条 委員長は、各年度における調査・検討等の結果については、必要の都度、理事長に報告する

ものとする。 

 

（守秘義務） 

第１０条 委員会及び検討会議の構成員は、正当な理由がなく本業務上知り得た対象者等の秘密を漏

らしてはならないものとする。 

 

（庶 務） 

第１１条 委員会の庶務は、事業団地域リハビリテーション支援センターにおいて処理する。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め、理事長

に報告する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成１８年１０月 １日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 
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別表 令和 4 度から２ 間 神奈川県高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領  域 団   体 

当事者団体 特定非営利活動法人脳外傷友の会 ナナ 

学識経験者 学識経験者 

職域団体 

専門支援機関等 

神奈川県障害者自立支援協議会 

一般社団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 

特定非営利活動法人かながわ障がいマネジメント従事者ネットワーク 

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構 神奈川障害者職業センター 

横浜市総合リハビリテーションセンター高次脳機能障害支援センター 

高次脳機能障害地域活動支援センター(川崎市) 

行政 

政令市 相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・障害者福祉課 

神奈川県 神奈川県精神保健福祉センター 

神奈川県 神奈川県総合療育相談センター 

神奈川県 神奈川県健康医療局県立病院課 

神奈川県 神奈川県福祉子どもみらい局障害福祉課 

作業部会 神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 

受託機関 

社会福祉法人 

神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテーション支援センター 

社会福祉法人 

神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 
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神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会 設置要項 

 

 

（設置） 

第１条 この要領は、神奈川県高次脳機能障害支援普及事業における研修事業の一環として開催され

る神奈川県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会（以下「本連絡会」という。）を開催する

のに必要な事項を定めるものである。 

 

（目的） 

第２条 本連絡会は、神奈川県における高次脳機能障害者の支援方法及び支援体制の推進に関する専

門的な検討を行うものとする。 

 

（構成） 

第３条 本連絡会の構成員は、別表の神奈川県において高次脳機能障害者の支援に関わる機関より選

出されるものとする。なお、第５条により、必要に応じて別表以外の者の参加を求めること

ができる。 

２ 構成員の任期は、高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会において検討を行う。 

 

（世話人等） 

第４条 本連絡会には世話人及び副世話人を置く。 

２ 世話人は、構成員の互選をもってあて、副世話人は構成員の中から世話人が指名する。 

３ 世話人は、本連絡会を代表し、本連絡会の議長となる。 

４ 本連絡会は、必要に応じて世話人が開催するものとする。 

５ 副世話人は世話人を補佐し、世話人に事故あるとき、または欠けたときには、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第５条 本連絡会は、世話人が召集する。 

２ 世話人が必要と認めるときは、本連絡会に構成員以外の者を出席させることができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 本連絡会の構成員は、正当な理由がなく本業務上知り得た対象者等の秘密を漏らしてはなら

ない。 

 

（庶 務） 

第７条 本連絡会の庶務は、社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団 地域リハビリテ

ーション支援センターにおいて対応するものとする。 

 

 

（その他） 

第８条 本連絡会の検討状況について、高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会に報告すること

とする。 

２ 本連絡会の開催時は、高次脳機能障害相談支援体制連携調整委員会の委員への開催通知を行い、

委員はオブザーバーとして、参加できるものとする。 

 

  附 則 

（施行期日） 

この要項は、平成 26年 6月 1日から施行する。 

この要項は、平成 28年 4月 1日から施行する。 
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 （委員名簿） 

 

区 分 
所        属 氏名(敬称

略） 

委員 横浜市総合リハビリテーションセンター 青木昌子 

 北部リハビリテーションセンター百合丘日中活動センター 熊谷典子 

 中部リハビリテーションセンター中部日中活動センター 笹谷瑠美 

 南部リハビリテーションセンター南部日中活動センター 山縣弘幸 

 れいんぼう川崎 君島美弥 

 高津区地域活動支援センター（川崎） 安保敦子 

 すてっぷなな（横浜 ナナの会） 野々垣睦美 

 スペースナナ（厚木 ナナの会） 生方克之 

 アリアーレ（横浜市旭区） 田中乃布枝 

 といろ（横浜市港北区） 山岸有紀 

 ふれんどーる絆（横浜市鶴見区）  竹越瑞枝 

 ゆんるり（横須賀） 北岡岳人 

 かわせみ会（相模原） 山口武士 

副世話人 チャレンジⅡ（藤沢） 平野美夏子 

 大和市障害者自立支援センター 大原紗子 

 地域活動支援センター楽庵（茅ヶ崎） 鈴木浩子 

世話人 神奈川県総合リハビリテーションセンター 佐藤健太 

 神奈川県総合リハビリテーションセンター 永井喜子 
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